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ADMINISTRATIVE AGREEMENT 

UNDER ARTICLE III OF THE SECURITY TREATY 

BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND JAPAN 

PREAlll8LE 

Whereas the United States of America and Japan on September 8, 
1951, signed a Security Treaty [1] ,~·hich cont:dns p1·ovisions for the 
disposition of United States land, air nnd sea forces in and about 
.Japan; · 

And whereas Article III of that Treaty states that the conditions 
which shall govern the disposition of the armed forces of the United 
States in and about .Japan shall be determined by administratiV'e 
agreements between the two Go,·ernments; 

And whe:eas the Uui_ted States of America and Japan are desirous 
of concluding practical administrative anangements which will give 
effe<:t to their respective obligations under the Security Treaty and 
will strengthen the elose bonds of mutual interest and regard between 
their two peoples; 

Therefore, the Governments of the United States of America and 
of Japan have entered into this Agreement in tenns as set forth below: 

ARTICLE I 

l11 this Agreement the expression-
(a) "members of the United States armed forces" means the 

personnel on active duty belonging to the land, sea or air armed 
services of the United States of America when in the territory of 
.Japan. 

(b) ••civilian componenf' means the civilian persons of United 
States nationality who are in the employ of, serving with, or ac
companying the Fnited States armed forces in Japan, but excludes 
persons who are ordinarily resident in Japan or who are mentioned 
in para~raph 1 of Article XIV. For the purposes of this Agree
ment only, dual nationals, United States and Japanese, who are 
brou~ht to Japan by the rnited States shall be considered as United 
States nationals. 

( c) "dependents" means 
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(3) 
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( 1) Spouse. nml children under 21; 

(2) Puents, and d1ildre11 m·e1· 21, if dependent for over half 
their support npou a member of the United States armed 
for<.'es or d,·ilian com1>onent. , 

AR'I'ICl,E II V 
1. Japan agrees to gnnt to the United States the use of the facili

, ties and areas necessary to ca1·ry out the purposes stated in Article I 
·· of the Security Treaty. .Ag1·eements as to specific facilities and areas, 
not already reached by the two Governments by the effective date 
of this .Agreement, shall be concluded by the two Govemments through 
the Joint Committee provideJ for in Article XXVI of this Agree
ment. "Facilities and areas'' include existing furnishings, equipment 
and fixtures necessary to the operation of such facilities and areas. 

2. At the request of either party, the United States and Japan shall 
review such arrangements and may agree that such facilities and areas 
shall be returned to Japan or that additional facilities and areas may 
be provided. 

3. The facilities and areas used by the United States armed forces 
shall be retumed to ,Japan wheneve1· they are no longer needed for 
purposes of this Agreement, and the United States agrees to keep the 
needs for facilities und areas under continual obser,·ation with a view 
toward such 1-eturn. 

4. (a) ,Yhen facilities and areas such as target ran~es untl maneuver 
~rounds are temp01·arily not being used by the Fnited States lll'llled 
fo1·ces, interim use may be made by ,Japanese authorities nnd nationals 
provided that it is agreed that such use would not be harmful to the 
pm·poses for which the facilities an<l nreas are normally used by the 
United States armed fo1·ces. 

(b) With respect to such facilities and areas us target 1·anges 
and rnaneu,·er grounds which are to be used by rnited States armed 
forces for limited periods of time, the .Joint Committee shall specify 
in the agreements co,·ering such facilities and areas the extent to 
which the provisions of this Agreement shall apply. 

ARTICLE III ✓ 
1. The United States shall have the ri~hts, power and authority 

within the facilities and areas which are neeessary or appropriate for 
their establishment, use, ope1·ation, defense or <.'ontrol. The Fnited 
States shall also have such rights, power and authority over land, 
territorial waters and airspace adjacent to, or in the vicinities of 
snch facilities and areas, as are necessary to provide access to such 

< 
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facilities and areas for their support~ defense und cotatrol. In the 
exercise out.side the facilities and areas of the rights, powe1· and au
thority grnuted in this .Article~ there should be, as the occasion re
quires, consultation between the two Governments through the Joint 
Committee. 

2. The United States agrees that the above-mentioned rights, power 
and authority will not be exercised in such a manner as to interfere 
unnecessarily with navigation, aviation, communication, or land 
tra\'el to or from or within the territories of Japan. All questions 
1·elating to frequencies, power and like matters used by apparatus 
employed by the United States designed to emit electric radiation 
shall be settled by mutual ar1·angement. As a temporary measure 
the United States aimed forces shall be entitled to use, without radia
tion interference from Japanese sources, electronic devices of such 
power, design. type of emission, and frequencies as are reserved for 
such forces at the time this Agreement becomes effective. 

3. OperatiotJS in the facilities an<l 1treas in use by the United States 
armed forces shall be c.arried on with due regard for the public safety. 

AlmCLE IV ✓ 
1. The United States is not obliged, when it returns facilities and 

areas to Japan on the expiration of this Agreement or at an earlier 
date, to restore the facilities and areas to the condition in which they 
were at the time they became available to the United States anned 
forces, or to compensate ,Japan in lieu of such restoration. 

~- Japan is not obliged to make any compensation to the United 
States for any impro,·ements made i,1 the facilitie!.. and areas or for 
the buildin;:. 0 or stn1ctures left thereon on the expiration of this 
Agreement or the earlier return of the faci1ities and areas. 

a. The foregoing pro\'isions shall not apply to any construction 
which the United States may undertake under special arrangements 
with Japan. 

ARTICLE Y 
I. United States and foreign vessels and aircraft operated by, for, 

or under the control of the rnited States for official purposes shall be 
accorded access to any port or airport of Japan free from toll or 
landing charges. "11en cargo or passengers not accorded the exemp
tions of this Agreement are carried on such vessels and aircraft, 
notification shall be given to the appropriate Japanese authorities, 
1111d such <.'argo 01· passengers shall be entered 1\ccording to the laws 
and regulations of Japan. 

2. The \'essels and aircraft mentioned in paragraph I, United States 
Govt'rnment-owned whicles including armor, and members of the 
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United St.ates armed forces, the civilian component, and their de
pendents shall be accorded access to and movement between facilities 
Knd areas in use by the United States armed forces an<,l between such 
facilities and areas and the ports of Japan. 

3. 'When the vessels mentioned in paragraph 1 enter Japanese ports, 
appropriat.e notification shall, unde1· normal conditions, be made to 
the · proper ,Japanese authorities. Such vessels shall have freedom 
from compulsory pilotage, but if a pilot is taken pilot.age shall be 
paid for at appropriate rates. 

A1m:CLE VI 
1. Ali civil and military air traffic control and communications sys

tems shall be develo~ in close coordination and shall be integrated 
to the extent necessacy for fulfillment of collective security interests. 
PrOCMures, and any subsequent changes thereto, necessary to effect 
this coordination and integration will be established by mutual 
· arrangement. 

2. Lights and other aids to navigation of vessels and aircraft placed 
or established in the facilities and areas in use by United States armed 
forces and in territorial waters adjacent thereto or in the vicinity 
thereof shall conform to the system in use in Japan. The United 
States and Japanese authorities which have established such naviga
tion aids shaU notify each other of their positions and characteristics 
and shall give advance notification before making any changes in them 
or establishing additional navigation aids. 

Aim:CLE VII 
The United States armed forces shall have t)le right to use all public 

utilities and services belonging to, or controlled or regulated by the 
Government of Japan, and to enjoy priorities in such use, under con
ditions no less favorable than those that may be applicable from time 
to time to the ministries and agencies of the Government of Japan. 

ARTICLE VIII 
The Japanese Government undertakes to furnish the United 

States armed forces with the following meteorological services under 
present procedures, subject to such modifications as may from time to 
time be agreed between the two Governments or as may result from 
Japan's becoming a member of the International Civil Aviation Or
ganization or the World Meteorological Organization : 

(a) Meteorological observations from land and ocean areas in
cluding observations from weather ships assigned to positions known 
as "X" and "T". 

( <• 
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(b) Climatological inf01·mation including periodic Slm1maries 
and the historical data of the Central Meteorological Observatory. 

( c) Telecommunications senice to disseminate meteorological 
information required for the safe nnd regular operation of air
craft. 

( d) Seismographic data incluclinl!' forecasts of the estimated 
size of tidal waves resulting from earthquakes and areas that might 
be affected thereby. 

ARTICLE IX 

1. The Unite<l States shall have the 1·ight to bring into Japan for 
purposes of this Agreement persons who are members of the Uuited 
States armed forces, the civilian component, and their dependents. 

2. Members of the United States armed forces shall be e.xempt from 
Japanese passport and Yisa la,vs and regulations. Members of the 
United States armed forces, the civilian component, and their de
pendents shall be exempt. ·from Japanese laws and regulations on the 
i:egistration and control of aliens, but. shall not be considered as acquir
ing any right to permanent residence or domicile in the territories 
of Japau. 

3. Upon entry into or departure from Japan members of the United 
States armed forces shall be in po~ssion of the following documents: 

(a) personal identity curd showing name, <lute of birth, rank and 
number, service, and photograph; ancl 

(b) individual or collective travel order ce.rtifying to the status 
of the individua.l or group as a member or members of the United 
States armed forces aud to the travel ordered. 

For purposes of their identification while in .Japan, members of the 
United States arme<l forces shall be in possession of the foregoing 
personal identity card. 

4. Members of the. civilian component, their dependents, and the 
<le.pendents of members of the united ~tates urmecl forces shall be in 
possession of appropriate docum<'ntation issued by the United States 
1111thorities so that their status may be ,·erifie<l by Japanese 1111thorities 
upon their entry into or cl<'partnre from Japan, or while in Japan. 

5. If the status of any person brought into Japan under paragraph 
1 of this Article is altered ,-o that he would no longer be entitled to 
such admission. the Unite1l Stntes authorities shall notify th<' .Tap
arn•s<' authorities and shall, if s11eh pe1·,-011 be required by the ,Japanese 
autho1·ities to leave ,Japan. a::sm-.• that transportation from Japan 
will be. pro,·ided within a rea!,;(mable time 11.t no cost tot.he Japanese 
Gornrnment. 
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ARTICLE X 

1. Japan shall accept us valid, without a driving test or fee, the 
driving permit or license or military driving permit issued by the 
United States to a member of the United States armed forces, the 
civilian component, and their dependents. 

2. Official vehicles of the United States armed forces and the civilian 
component shall carry distinctive nu.mbered plates or individual mark

,! in~s which will readily identify them. 
a. Privately owned Yehicles of members of the United States armed 

forces, the civilian component, and their dependents shall carry Japa
nese number plates to be acquired under the same conditions as those 
applicable to .Japanese nationals. 

ARTICLE XI 
1. Save as provided in this Agreement, members of the Unit.ed 

States armed forces, the civilian component, and their dependents 
shall be subject to the laws and regulations administered by the 
customs authorities of Japan. 

2. All materials, supplies and equipment imported by the United 
States armed forces, the authorized procurement agencies of the 
United States armed forces~ or by the organizations provided for in 
Article XV, for the official use of the United States armed forces or 
for the use of the members .of the United States armed forces~ the 
<·ivilian component, and their dependents, and materials, supplies and 
equipment which are to be used exclush·ely by the United States armed 
forces or are ultimately to be incorporated into articles or facilities 
used by such forces, shall he permitted entry into ,Japan; such entry 
Rhall be free from customs duties and other such charges. Appropri
ate certifieation shall be made that such materials, supplies and equip
ment. art>. being impot·ted liy the Unitecl States armed forces. the au
thorized procurement agencies of the United States armed fon·es, or 
by the organizations providt>d for in Article XY. or, in the case of 
materials, su1-iplies and equipmt>nt to · be used t>xclusively by the 
United States armed forces or ultimately to be incorporated into 
articles or facilities used by such force~, that deliwry thereof is to be 
taken by the rnited Statt>s armed forces for the purposes specified 
above. 

3. Property consigned to and for the personal use of memhers of 
the Unitt>d States armed forces, the civilian component, and their 
dependents, shall be subject to customs dutit>s anll other such charges, 
except that no duties or charges shall be paid with respect to: 
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(a) Furniture and household goods for their private use imported 
by the members of the United States armed forces or civilian com
ponent when· they first arrive to serve in Japan or by their de
pendents when they first arrive for reunion with members of such 
forces or cfrilian component, and personal efl'ects for private use 
brought by the said persons upon entrance. 

(b) Vehicles and parts imported by members of the United States 
armed forces or civilian component for the private use of themselves 
or their dependents. 

(c) Reasonable quantities of clothing and household goods of a 
type which would ordinarily be purchased in the United Stat~s for 
everyday use for the private use of members of the United States 
armed forces, civilian component, and their dependents, which are 
mailed into Japan through United States military post offices. 

4. The ex~mption~ granted in paragraphs 2 and 3 shall apply only 
to cases of 1mportat10n of goods and shall not be interpreted as re
funding customs duties and domestic excis~ collected by the customs 
authorities at the time of entry in cases of purchases of goods on 
which such duties and excises have already been collected. 

5. Customs examination shall not be made in the following cases: 

(a) Units and member& of the United States armed forces under 
orders entering or leaving Japan; 

(b) Official documents under official seal; 
( c) Mail in United States military postal channels and military 

cargo shipped on a United States Government bill of lading. 

6. Except as such disposal may be authorized by the Japanese and 
rnited !-,tates authorities in aecordance with mutually agreed condi
tions, goods imported into Japan free of duty shall not be disposed of 
i11 Japan to persons not t>ntitled to import such goods free of duty. 

"/. Goods imported into Japan free from customs duties and other 
such charges pursuant to paragraphs 2 and 3, may be re-exported free 
from customs duties and other such charges. 

8. The United States armed forces, in cooperation with Japanese 
authorities, shall take such steps as are necessary to prevent abuse 
of privileges granted to the United States armed forces, members of 
such forees, the cfrilian component, and their dependents in accord
ance with this Article. 

9. (a) In order to prevent offenses against laws and regulations 
administered b~· the customs authorities of the Japanese Government, 
the Japanese a11tho1·iti?:i and the t7nite<l States armed forces shall as
sist ead1 other in tht• rnnduct of inquiries and the collection of 
evidence. 
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(b) The United States armed forces shall render all assistance 
within their power to ensure that articles liable to seizure by, or on 
behalf of, the customs authorities Qf the Japanese Government are 
handed to those authorities. 

(c) The United States armed forces shall render all assistance 
within their power to ensure the payment of duties, taxes, and penal
ties payable by members of such forces or of the civilian component, 
or their dependents. .. 

(d) Vehicles and articles belonging to the United States armed 
forces seized by the customs authorities of the Japanese Government 
in conne.ction with an offense against its customs or fiscal laws or regu
lations shall be handed over to the appropriate authorities of the force 
concerned. 

ArmuXII 

1. The United States shall have the right to contract for any sup
plies or construction work to be furnished or undertaken in J a.pan 
for purposes of, or authorized by this Agreement, without restriction 
as to choice of supplier or person who does the construction work. 

2. Materials, supplies, equipment and services which are required 
from local sources for the maintenance of the United States armetl 
forces and the procurement of which may have an adverse effect on 
the economy of Japan shall be procured in coordination with, and, 
when desirable, through or with the assistance of, the competent au
thorities of Japan. 

3. Materials, supplies, equipment and services procured for official 
purposes in Japan by the United States armed forces, or by authorized 
procurement agencies of the United States armed forces upon appro
priate c-ertification shall be exempt from the following Japanese taxes: 

(a) Commodity tax 
(b) Trave1ling tax 
( c) Gasoline tax 
( d) Electricity and gas tax. 

:Materials, supplies, equipment and services procured for ultimate use 
by the United States armed forces shall be exempt from commodity 
and gasoline taxes upon appropriate certification by the United States 
armed forces. With respect to any present or future Japanese tues 
not specifically referred to in this Article which might be found to 
constitute a significant and readily identifiable part of the gross pur
chase price of materials, supplies, equipment and services procured 
by the United States armed forces, or for ultimate use by ~ch forces, 
the two Governments will agree upon a procudure for granting such 
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exemption or relief therefrom as is consistent with the purposes of 
this Article. 

4. Local labor requirements of the United States armed forces or 
civilian component shall be satisfied with the assistance of the Japa
nese authorities. 

5. The obligations for the withholding and payment of income tax 
and of social security contributions, and, except as may otherwise be 
mutually agreed, the conditions of employment and work, such as 
those relating to wages and supplementary payments, the conditions 
for the protection of workers, and the rights of workers concerning 
labor relations shall be those laid down by the legislation of Japan. 

6. Members of the civilian component shall not be subject to 
Japanese laws or regulations with respect to terms and conditions of 
·employment. 

7. Neither members of the United States armed forces, civilian com
ponent, nor their dependents, shall by reason of this Article enjoy any 
exemption from taxes or similar charges relating to personal purchases 
of goods and services in Japan chargeable under Japanese legislation. 

8. Except as such disposal may be authorized by the Japanese and 
United States authorities in ac~ordance with mutual1y agreed condi
tions, goods purchased in Japan exempt from the taxes referred to 
in paragraph 3, shall not be disposed of in Japan to persons not. entitled 
to purchase such goods exempt from such tax. 

ARTICLE XIII 

1. The United States armed forces shall not be subject to taxes or 
similar charges on property held, used or transferred by such forces in 
Japan. 

2. Members of the United States armed forces, the civilian compo
nent, and their dependents shall not be liable to pay any Japanese taxes 
to the Japanese GO\·e.rruuent or to any other taxing agency in Japan 
on income received a!-; a result of their service with or employment by 
the United States armed forct•s, or by the organizations provided for 
iu .Article XV. The proYisions of this Article do not exempt such 
persons from payment of Japanese taxes on income derived from 
Jupanese sources, nor do they exempt United States citizens who for 
United States income tax purposes claim Japanese residence from pay-
111e11t of Japanese taxes on income. Periods during which such per
sons are in .Japan solely by reason of being members of the United 
Stnte~<; armed forces. tlw.ei,·ilian component, or their dependents shall 
not. be con~idered as periods of re. ... idence or domicile in Japan for the 
purpose of Japanese taxation. 
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3. Membe1'S of the United States armed forces, the . T 
pouent, and their depeudeuts shall be exempt from ta t~1v1 ~anJcom
ou the hold· t f · xa Ion m a pan 

mg, use, rans er inter ke., or transfer by death f bl 
property, hmgible or intnugible the presence of which . Jo m~v~ e 
solely to the temPorary presen~ of these . m apan is ue 
th~t such exemption shaJJ not npply to pr~;:;1t:;~Jf?ra~trovided 
of mvestment or the conduct of business in Japan or to . pur~se 
pro~erty reiristered in Japan. There is no obligati::y ::::~~!: 
Afrticle to _gra~t exempt.ion from taxes payable in respect. of th 
o roads by private vehicles. · e use 

ARTICLE XIV V 
U \;t~m1s, incJudin~ corporations organized under the Jaws of the 
u:~ted s::e,s, a~d t~e1r employee,s who are ordinarily resident in the 

I • es an w ose presence in Japan is solely for the u f 
executmg contracts with the United States f th be ~ rpose 0 

United States armed forces shaII 0
~ e. ne t of the 

be subject to th~ law_s and regulatto::r~:;:n~v1ded m this Article, 

2_. 1!Pon _cerhficahon by appropriate United States authorities as to 
their •?entity, such persons and their employees shall be accorded th 
followmg benefits of this Agreement: · e 

(a) Rights of accession and movement, as provided for in Art· I 
V, paragraph 2; 1c e 

-' (t?)l EinXtry into Japan in accordance with t.he provisions of 
~"\..r IC e ; 

. ( c ~ TJ1e e~empti?n from customs duties, and other such char es 
~10v1ded for Ill Article XI, para,g-raph :-3, for members of the Unifed 

ta(~es) i~med fo~ces, the dvilian component, 1md their dependents. 
aut~or1zed by the United States Gornrnment the ri h; 

to use the services ~f the or~nizations provided for in A~ticle fv. 
( e) Those provided for m Article XIX paragraph 2 f . ' 

be f th ed f 
, , 01 mem-

rs o e arm orces of the United States, th . ·1· 
t d h . . e c1v1 1an compo-

nen , an t e1r dependents· 

(f) I! _authorized by tl;e United States Government, the ri ht 
to use m1htary payment cert~~c~tes, as provided for in Article x\; 

(g) The use _of postal fac1hties provided for in Article XXI. 
(h) Exemption from the laws and relITJlntions of Japan with 

respect to terms and conditions of employment. 

a. Such persons and their employees shall be so described in their 
passports and thei_r arrival, departure and their residence while in 
Japan shall from time to time be notified by the United St t d 
forces to the Japanese authorities. a es arme 

• 
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4. Upon certification by an authorized officer of the United States 
armed forces depreciable a..~ts except houses, held, used, or trans
ferred, by such persons and their employees exclusively for the execu
tion of contracts referred to in paragraph 1 shall not ·be subject to 
taxes or simil&r charges of Japan. 

5. Upon certification by an authorized officer of the United States 
armed forces, such persons and their employees shall be exempt from 
taxation in Japan on the holding, use, transfer by death, or transfer 
to persons or agencies entitled to tax exemption under this Agreement, 
of movable property, tangible or intangible, the presence of which in 
Japan is due solely to the temporary presence of these persons in 
Japan, provided that such exemption shall not apply to property held 
for the purpose of investment or the conduct of other business in 
Japan or to any intangible property registered in Japan. There is 
no obligation under this Article to grant exemption from taxes pay
able in respect of the use of roads by private vehicles. 

6. The persons and their employees referred to in paragraph 1 
shall not be liable to pay income 9r corporation taxe,s to the Japanese 
Government or to any other taxing agency in Japan on any income 
derived under a contract made in the United States with the United 
States Government in connection with the construction, maintenance 
or operation of any of the facilities or areas covered by this Agree
ment. The provisions of this paragraph do not exempt such persons 
from payment of income or corporation taxes on income derived from 
Japanese sources, nor do they exempt such persons and their em
ployees who, for United States income tax purposes, claim Japanese 
residence, from payment of Japanese taxes on income. Periods dur
ing which such persons are in Japan solely in connection with the 
execution of a contract with the United States Government shall not 
be considered periods of residence or domicile in Japan for the pur
poses of such taxation. 

7. Japanese authorities shall have the primary right to exercise 
jurisdiction over the persons and their employees referred to in para
graph 1 of this Article in relation to offenses committed in Japan 
and punishable by the law of Japan. In those cases in which the 
Japanese authorities decide not to exercise such jurisdiction they shall 
notify the military authorities of the United States as soon as possible. 
Upon such notification the military authorities of the United States 
shall have the right to exercise such jurisdiction over the persons re
ferred to as is conferred on them by the law of the United States. 

ARTICLE xv 
1. (a) Navy exchanges, post exchanges, messes, social clubs, the

aters, newspapers and other non-appropriated fund organizations au-
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thorized and regulated by the United States military authorities may 
be established in the facilities and areas in use by the. United St.ates 
armed forces for the use of members of such forces, the civilian com
ponent, and their dependents. Except as otherwise provided in this 
Agreement, such organizations shall not be subject to Japanese regu
lations, license, fees, taxes or similar controls. 

(b) When a newspaper authorized and regulated by the United 
States military authorities is sold to the general public, it shall be 
subject to Japanese regulations, license, fees, taxes or similar controls 

,! so far as such circulation is concerned. 
2. No Japanese tax shall be imposed on sales of merchandise and 

services by such o~~nizations, except as provided in paragraph 1 (b), 
but purchases w1thm Japan of merchandise and supplies by such 
organizations shall be subject to Japanese taxes. 

3 . . Except as such disposal may be authorized by the United States 
and Japanese authorities in accordance with mutually agreed condi
tio~s, goods which are sold by such organizations shall not be disposed 
of m Japan to persons not authorized to make purchases from such 
organizations. 

4. The obligations for the withholding and payment of income tax 
and of social security contributions, and, except as may otherwise be 
mutually agreed, the conditions of employment and work such as 
those relating to wages and supplementary payments, the ~nditions 
for the protection of workers, and the rights of workers concerning 
labor relations shall be those laid down .by the legislation c)j Japan. 

5. The organizations referred to in this Article shall provide such 
information to the Japanese authorities as is required by Japanese 
tax legislation. 

ARTICLE XVI 

It is the duty of members of the United States armed forces the 
civilian component, and their dependents to respect the law of J~pan 
and to abstain from any activity inconsistent with the spirit of this 
Agreement, and, in particular, from any political activity in Japan. 

ARTICLE XVII 

1. Upon the coming into force with respect to the United States of 
the "Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty 
regarding the Status of their Forces", signed at London on June 19, 
1951, t~e United States will immediately conclude with Japan, at 
the option of Japan, an agreement on criminal jurisdiction similar 
to the corresponding provisions of that Agreement. 

2. Pending the coming into force with respect to the United States 
of the North Atlantic Treaty Agreement referred to in paragraph 1 
the Pnitl',~ ~,;,- , · 0·,>rvice courts and authorities shall have the righ; 

\ \. 
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t.o exercise within Japan exclusive jurisdiction over all offenses which 
may be committed in Japan by members of the United States armed 
forces, the civilian component, and their dependents, excluding their 
dependents who have only Japanese nationality. Such jurisdiction 
may in any case be waived by the United States. 

3. While the jurisdiction provided in paragraph 2 is effective, the 
following provisions shall apply: 

(a) Japanese authorities may arrest members of the United 
States armed forces, the civilian component, or their . dependents 
outside facilities and areas in use by United States armed forces 
for the commission or attempted commission of an offense, but in 
the event of such an arrest, the individual or individuals shall be 
immediately turned over to the United States armed forces. Any 
person fleeing from the jurisdiction of the United. States armed 
forces and found in any place outside the facilities and areas may 
on request be arrested by the Japanese authorities and turned over 
to the United States authorities. 

(b) The United States authorities shall have the exclusive right 
to arrest within facilities and areas in use by United States armed 
forces. Any person subject to the jurisdiction of Japan and found 
in any such facility or area will, on request, be turned over to the 
Japanese authorities. 

(c) The United States authorities may, under due process of law, 
arrest, in the vicinity of such a facility or area, any person in the 
commission or attempted commission of an offense against the 
security of that facility or area. Any such person not subject to 
the jurisdiction of the United States armed forces shall be im
mediately turned over to Japanese authorities. 

( d) Subject to the provisions of paragraph 3 ( c), the activities 
outside the facilities and areas of military police of the United States 
armed forces shall be limited to the extent necessary for maintaining 
order and discipline of and arresting members of the United States 
anned forces, the civilian component, and their dependents. 

(e) The authorities of the United States and Japan shall co
operate in making available witnesses and evidence for criminal 
investigations and other criminal proceedings in their respective 
tribunals and shall assi::;t each other in the making of investigations. 
In the event of a criminal contempt, perjury, or an obstruction of 
justice before a tribunal which does not have criminal jurisdiction 
over the individual committing the offense, he shall be tried by a 
tribunal which has jurisdiction over him as if he had committed the 
offense before it. 

~3R71 O-!i3--3 



.. ,. 

TIAS 2492 16 

(f) The United States armed forces shall have the exclusive right 
of removing from Japan members of the United States armed forces, 
the civilian component, and their dependents. The United States 
wilJ g-ive sympathetic consideration to a request by the Govern
ment of Japan for the removal of any snch person for good cause. 

(g) Japanese authorities shall have no right of search or seizure, 
with respect to any persons or property, within facilities and areas 
in use by the United States armed forces, or with respect to prop
erty of the United States armed forces ,vherever situated. At the 
request of the Japanese authorities, the United States authorities 
undertake, within the limits of their authority, to make such search 
and seizure and inform the Japanese authorities as to the results 
thereof. In the event of a judgment concerning such property, 
except property owned or utilized by the United States Government, 
the United States will turn over such property to the Japanese au
thorities for disposition in accordance v.-ith the judgment. Japanese 
authorities shall have no rig-ht of search or seizure outside facilities 
and areas in use by the United States armed forces with respect to 
the persons or property of members of the United States armed 
forces, the civilian component, or their dependents, except as to 
such persons as may be arrested in acco1:'<iance with paragraph 3 (a) 
of this Article, and except as to cases where such search •is required 
for the purpose of anesting offenders under the jurisdiction of 
Japan. 

(h) A death sentence shall not be carried out in Japan by the 
Unit~d States armed forces if the legislation of Japan does not 
provide for such punishment in a similar case. 

4. The United States undertakes that the United ~tates service 
courts and authorities shall be willing and able to try and. on convic
tion, to punish all offenses against the laws of Japan which members 
of the United States armed forces, civilian component, and their de
pendents may be alle~ed on sufficient evidence to haw committed in 
Japan, and to investigate and deal appropriately ,~ith any alleged 
offense committed by members of the rnited States armed forces, 
tlie civilian component, and their dependents, which may be brought to 
their notice by Japanese authorities or which they may find to have 
taken place. The United States further undertakes to notify the 
Japanese authorities of the disposition made by United States 
service courts of all cases arising unde1· this paragraph. The United 
States shall give sympathetic consideration to a 1·equest from Japanese 
authorities for a wah·er of its jurisdiction in cases arising under this 
paragraph where the Japanese Government considers such waiver to 
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be of particular importance. Upon such waiver, Japan may exercise 
its own jurisdiction. 

5. In the event the option referred to in paragraph 1 is not exercised 
by ?apan, the jurisdiction provided for in paragraph 2 and the fol
lowmg parag:aphs shall continue in effect. In the event the said 
North Atlantic Treaty Agreement has not come into effect within 
o~e year from the effective date of this Agreement, the United States 
~·111, at !he_ r~u~t of the Japanese Government, reconsider the sub
Ject of Ju~1sd1ction over offenses committed in Japan by members 
of the Umted States armed forces, the civilian component, and their 
dependents. 

ARTICLE XVIII 

1. Each party ~aives all its claims against the other party for injury 
?r death suffered m Japan by a member of its armed forces, or a civil
ian gove~nmental employee, while such member or employee was 
~n~aged m the performance of his official duties in cases where such 
mJury or death was caused by a member of the armed ~orces . ·r 1 .t' ' or a 
c1v1 _1an e~p oyee of the other party acting in the performance of his 
official duties. 

2. Each party waives ~ll its claims against the other party for 
damage to any property m Japan owned by it, if such damage was 
caused by a. member of the armed forces or a civilian governmental 
e"!plof ~ of the other party in the performance of his official duties. 

3. Claims, other than contractual arising out of acts · · f b f 1 ' or om1ss1ons 
o mem ers o , or en~p oyees of the United States armed forces in the 
performance of. official du~y or out of any other act, omission or oc
curre~c~ fo~ w~1ch the Umted States armed forces is legally responsi
bl:, ar1smg mc1dent t~ non-combat activities and causing injury, death, 
01 pro~rt-y damage n~ Japan to third parties shall be dealt with b 
Japan m accordance. with the following provisions : y 

(a) ~laims sha1l be filed within one year from the date on which 
they arise an_d shall be conside,red and settled or adjudicated in
acc~rdan~. with the laws a_n~ ~egulations of Japan with respect to 
claims ar1smg from the activ1t1es of its own employees. 

(b) Japan may settl~ any such claims,·and payment of the amount 
~greed upon or deternuned by adjudication shall be mad b J 
m yen. e y apan 

~c). Su~h payment, whether made pursuant to a settlement or to 
~dJt1d1ca_tio1_1 o{ the case by a c~mpetent tribunal of Japan, or the 
fi~al_ ad1udicat10n ~y such a tribunal denying payment shall he 
bmdmg and conclusive. · ' 
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(d) The cost incurred in satisfying claims pursuant to the pre
ceding subparagraphs shall be shared on terms to be agreed by the 
two Governments. 

(e) In accordance with procedures to be established, a statement 
of all claims approved or disapproved by Japan pursuant to this 
paragraph, to~ether with the findings in each case, and a statement 
of the sums paid by Japan, shall be sent to the United States pe
riodically, with a request for reimbursement of the share to be paid 
by the United States. Such reimbursement shall be made within 
the shortest possible time in yen. 

4. Each party shall have the primary right, in the execution of the 
foregoing paragraphs, to determine whether its personnel were en
gaged in the performance of official duty. Such determination shall 
be made as soon as possible after the arising of the claim concerned. 
When the other party disagrees with the results of sue:h determination, 
that party may bring the matter before the Joint Committee for con
sultation under the provisions of Article XXVI of this Agreement. 

5. Claims against members of or employees of the United States 
armed forces arising out of tortious acts or omissions in Japan not 
done in the performance of official duty shall be dealt with in the fol
lowing manner: 

(a) The Japanese authorities shall consider the claim and assess 
compensation to.the claimant in a fair and just manner, taking into 
account all the circumstances of the case, including the conduct 
of the injured person, and shall prepare a report on the matter. 

(b) The report shall be delivered to the United States author
ities, who shall then decide without delay whether they will offer 
an ea1 gratia payment, and if so, of what amount. 

(c) If an offer of ex gratia payment is made, and ac<·epted by the 
claimant in full. satisfaction of his claim, the United States au
thorities shall make the payment themselws and inform the Jap
anese authorities of their decision and of the sum paid. 

(d) Nothing in this paragraph shall affeC't the jurisdiction of 
the Japanese courts to entertain an action again~t a member or 
employee of the United States armed forc·es, unle~ und until there 
has been payment in full satisfaction of the claim. 

6. (a) Members of and civilian employees of the l'nited States 
armed forces, excluding those employees who ha\"e only Japanese 
nationality, shall not be subject to suit in Jnpan with respect to claims 
E-pecified in paragraph 3, but shall be subject to the civil ju.risdiction 
of Japanese courts with respect to all other types of cases. 
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(b) In case any private movable property, exduding that in use 
liy t.he United States armed forces, which is subject to t·ompulsory 
exocution under Japanese law, is within the facilities and areas in use 
by the United States armed forces,the United States authorities shall 
upon the request of Japanese courts, possess and turn over such prop• 
erty to the Japanese authorities. 

(c) The United States authorities shall cooperate with the Jap
anese authorities in making available witnesses and Hidence for civil 
proceedings in Japanese tribunals. 

7. Disputes arising out of contracts concerning the procurement 
uf materials, supplies. equipment, services, and labor by or for the 
United States armed forces, which are not resolved by the parties to 
the contract concerned, may be submitted to the Joint Committee for 
conciliation, provided that. the provisions of this paragraph shall not 
prejudice any right which the parties to the contract may have to file 
a civil suit. 

ARTICLE XIX 

I. 1\femQers of the United States armed forces, the civilian com
ponent, and their dependents, shall be subject to the foreign exchanf!e 
controls of the Japanese Government. 

2. The preceding paragraph shall not be construed to preclude the 
transmission into or outside of Japan of United States do1lars or dol
lar i11stn1111ents 1·epresenting the official funds of the United States 
or 1·ealized as a result of service or employment in connect.ion with 
this .\greemeut hy members of the United States armed forces and 
the civilian ('Olllponent, or realized by such persons and their depend
e11t~ from sources outsid2 of Japan. 

a. The United States authorities shall take suitable measures to 
pl'edude. the abuse of the pri,·ileges stipulated i11 the preceding para
gmph or ('in·umvention of the Japanese foreign exchange controls. 

ARTICLE xx 
1. (a) Cnitecl State:, military payment certificates denominated in 

dollars may be used by persons authorized by the United States for 
internal transactions withi11 the faeilities and areas in use by the 
United 8tafes armed forcel-i. The United States Government will 
takP appropriate action to insure that authorized personnel are pro
hibited from engaging in trnnsuctions invoh-ing military payment 
certificates except us authori:led by United States regulations. The 
,JapuneSf' Go,·ernment will t1tke necessary action to prohibit unau
thorized persons from c•ngaging in transactions involving military 
payment certificates and with the uid of Unite<l States authorities will 
undertake to apprehend and punish any person or persons under its 
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jm·isdiction im•oh·ed in the countel'feiting or uttering of counterfeit 
military payment certificates. · 

(b) . It is agreed thnt the United States authorities will apprehend 
and punish members of the United States armed forces the civilian 
component, or their dependents, who tender military pa;ment certif. 
icates to unauthorized per-sons and that no obligation will be due to 
s?ch unauthor~ persons or to the Japanese Government or its agen
cies from the Umted States or any of its agencies as a result of any 

/ unauthorized use of military payment certificates within Japan. 
2. In order to exercise control of military payment certificates the 

United States shall have the right to designate certain American finan
cial institutions to maintain and operate, under United States super~ 
vision, facilities for the use of persons authorized by the Uni"ted 
States to use military payment certificates. Institutions authorized 
to maintain military banking facilities will establish and maintain 
such facilities physically separated from their ,Japanese commercial 
banking business, with personnel whose sole duty is to maintain and 
operate such facilities. Such facilities shall be permitted to maintain 
United States currency bank accounts and to perform all .financial 
transactions in connection therewith including receipt and remission 
of funds to the extent provided by Art.icle XIX, paragraph 2, of 
this Agreement. 

ARTICLE XXI 
The United Stat.es shuJl have the right to establish and operate, 

within the facilities and areas in use by the United States armed 
forces, United States military post offices for the use of members of 
the United States armed forces, the civilian component, and their 
dependents, for the transmission of mail between United States mili
tary post offices in Japan and between such military post offices and 
other United States post offices. 

ARTICLE XXII 

The United States shall have the riirht to enroll and train all eli
gible United States citizens, residinir in Japan, in the reserve organiza
tions of the armed forces of the United States, except that the prior 
consent of the Japanese Government shall be obtained in the case of 
persons employed by the Japanese Government.. 

ARTICLE XXIII 
The United States and Japan will cooperate in taking such steps 

as may from time to time be ne.cessary to ensure the security of tl, 
United States armed forces, the members thereof, the civilian com
ponent, their dependents, and their property. The Japanese Govern-

\ . 
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ment agrees to seek such legislation and to take such other action as 
may be necessary to ensure the adequate security and protection within 
its territory of installations, equipment, property, records and official 
information of the United States, and for the punishment of offenders 
under the applicable laws of Japan. 

'/ 
ARTICLE XXIV 

In the event of hostilities, or imminently threatened hostilities, in 
the Japan area, the Governments of the United States and Japan 
shall immediately consult together with a view to taking necessary 
joint measures for the defense of that area and to carrying out the 
purposes of Article I of the Security Treaty. 

ARTICLE XXV ✓ 
1. It is agreed that the United States will bear for the duration 

of this Agreement without cost to Japan all expenditures incident 
to the maintenance of the United States armed forces in Japan except 
those to be borne by ,Japan as provided in paragraph 2. 

2. It is agreed that Japan will: 

(a) Furnish for the duration of this Agreement without cost to 
the United States and make compensation where appropriate to 
the owners and suppliers thereof all facilities, areas and rights of 
way, including facilities and areas jointly used such as those at 
airfields and ports, as provided in A1ticles II and III. 

(h) Make available without cost to the United States, until the 
effective date of any new arranirement reached as a result of periodic 
reexamination, an amount of ,Japanese currency equivalent to $155 
mi]]ion per annum for the purpose of procurement by the United 
States of transportation and c. requisite services and supplies 
in ,Japan. The rate of exchnn1,:. nt- which yen payments will be 
c·redited shall he the official 11ar vui~e, or that rate considered most 
farnmhle by the rnited f-tates which on the day of payment is 
arnilahle to nny pnrty, authorized by the ,Japanese Government or 
us<><l in any transaction with any party by the .Japanese G°''ernment 
or its a::rencies or by ,Japanese banks authorized to deal in foreign 
exc·hi111g-e, an<l which. if hoth countries have al,!reed par values with 
tht> International Monetary Fund, is not prohibited by the Articles 
of .Agreement of the Fund. 

a. It is n1,.rr<'ed thn-t arranl,!ements will ht> effected between the Go,·
t•m111e11t:- of tlw t·11itNl Stah•:- and Japan for nccountiilg- npplicablP 
10 financial tram;action~ arising out of this AgTeement. 
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ARTICLE XXVI 

1. A .Joint ('.,ommittee shall be established as the means for consul
tation between the United States and .Japan on all matters requiring 
mutual consultation regarding t.he implementation of this Agreement. 
In particular, the Joint. Committee shall ser,·e as the means for con
sultation in determinin~ the faci1ities and areas in Japan which are 
required for the use of the United States in carrying out the purposes 
stated in Artie.le I of the Security Treaty. 

2. The .Joint Committee shall he composed of a representative of 
the United States and of Japan. each of whom shall have one or more 
deputies and a staff. The Joint Committee shall determine its own 
procedures, and arrange for such auxiliary organs and administrative 
services as may be required. The Joint Committee shall be so or
ganized that it may meet immediately at any time at the request of 
the representative of either the United States or Japan. 

3. If the Joint Committee is unable to resolve any matter, it shall 
refer that matter to the respective Governments for furthe-i-- con
sideration through appropriate channels. 

ARTICLE XXVII 

1. This Agreement shall come into force on the date 011 which the 
Security Treaty between t-he United States and ,Japan enters into 
force. (1] 

2. Ellch party to this Agreement undertakes to seek froni its legis
lature necessary budgetary and legislative action with respect to 
provisions of this Agreement which require such action for their 
execution. 

ARTICLE XXVIII 

Either party may at any time request the revision of any Article 
of this Agreement, in which case the two Governments shall enter 
into neg-otiation t.hrou,rh appropriate channels. 

ARTICLE XXIX 

This Agreement, and a~reed revisions the1·eof, shall remain in force 
while the Security Treaty remains in force unless earlier terminated 
by agreement between the parties. 

In witness whereof the representatives of t.he two Governments, 
duly ant.horized for the purpose, have si,rne.d this Agreement. 

'Apr. 28, 1952. 

( 
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Done at Tokyo, in duplicate, in the English and Japanese Ian
guage.s, both t.exts authentic, this twenty-eighth day of February, 
1952. 

FOR THE GOVERNMENT Ol<' THE UNITED STATES OF AMERICA: 

[SEAL J D&\N RUSE. . 

FOR THE GOVERNMENT OF JAPAN: 

[SEAL] 

EARL JOHNSON 

K. OKAZAKI 
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じ
た
場
合
に
は
、
日
本
国
政
府

及
び
合
衆
国
政
府
は
、
日
本
区
域
の
防
衛
の
た
め
必
要
な
共
同
措
饂
を
執
り
、
且
つ
、
安
全
保
障
条
約
第

第
二
十
五
条

日
本
国
に
合
衆
国
軍
隊
を
維
持
す
る
こ
と
に
伴
う
す
べ
て
の
経
費
は
、

2
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ

り
日
本
国
が
負
担
す
べ
き
も
の
を
除
く
外
、
と
の
協
定
の
存
続
期
間
中
日
本
国
に
負
担
を
か
け
な
い
で

J
 

｀
 
｀
 

記
録
及
び
公
務
上
の
情
報
の
充
分
な
安
全
及
び
保
護
を
確
保
す
る
た
め
、
並
び
に
適
用
さ
れ
る
ぺ
き
日
本

因
の
法
令
に
基
い
て
犯
人
を
罰
す
る
た
め
、
必
要
な
立
法
を
求
め
、
及
び
必
要
な
そ
の
他
の
措
置
を
執
る

こ
と
に
同
意
す
る
。

第
二
十
四
条
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国
政
府
の
事
前
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入

L
、
及
び
訓
練
す
る
権
利
を
有
す
る
°
但
し
、

合
衆
国
は
、

営
す
る
権
利
を
有
す
る
。

れ
ら
の
家
族
並

日
本
国
政
府
が
雇
用
し
て
い
る
者
の
場
合
に
は
、

8
本

合
衆
国
が
軍
棠
の
使
用
を
認
め
た
者

墨
示
の
符
理
を
行
う
た
め
、
合
衆
国
は
、
そ
の
監
督
の
下
に
、

メ
リ
カ
の
金
融
機
関
を
指
定
す
る
椋
利
を

の
用
に
供
す
る
施
設
を
維
持
し
、
及
び
運
営
す
る
一
定
の
ア

有
す
る
。
軍
用
銀
行
施
設
を
維
持
す
る
と
と
を
認
め
ら
れ
た
金
融
機
関
は
、
そ
の
施
殺
を
当
該
機
関
の

E
本
国
に
去
け
る
商
業
金
融
業
務
か
ら
場
所
的
に
分
離

L
て
設
饂

L
、
及
び
維
持
す
る
も
の
と
し
、

れ
に
、
こ
の
施
設
を
維
持
し
且
つ
連
営
す
る
こ
と
を
唯
一
の
任
務
と
す
る
職
員
を
観
く
。
こ
の
施
設
は
、

合
衆
国
通
貨
に
よ
る
銀
行
勘
定
を
維
持

L
、
且
つ
、
こ
の
勘
定
に
関
す
る
す
ぺ
て
の
金
融
取
引
（
こ
の

協
定
の
第
十
九
条

2
に
定
め
る
範
囲
内
に
お
け
る
炎
金
の
受
領
及
び
送
付
を
含
む
。
）

許
さ
れ
る
。

第
二
十
一
条

を
行
う
こ
と
を

合
衆
因
は
、
合
衆
因
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
が
利
用
す
る
合
衆
国
軍
事
郵
便

局
を
、
日
本
国
に
あ
る
合
衆
国
軍
事
郵
便
局
間
及
び
こ
れ
ら
の
軍
事
郵
便
局
と
他
の
合
衆
国
郵
便
局
と
の

間
に
お
け
る
郵
便
物
の
送
達
の
た
め
、
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
内
に
設
置

L
、
及
び
連

第
二
十
二
条

日
本
国
に
在
留
す
る
す
べ
て
の
遮
格
の
合
衆
因
市
民
を
合
衆
因
軍
駿
の
予
備
役
団
体
に
編

第
二
十
三
条

日
本
国
及
び
合
衆
国
は
、
合
衆
国
軍
隊
、
合
衆
国
軍
阪
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ

び
に
こ
れ
ら
の
も
の
の
財
産
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
随
時
に
必
要
と
な
る
ぺ
き
措
置
を
執
る
と
と
に
つ

い
て
協
力
す
る
も
の
と
す
る
0

日
本
国
政
府
は
、
そ
の
領
域
に
お
い
て
合
衆
国
の
設
備
、
備
品
、
財
産
、

2
 

る。

｀
 

‘、

` ( 
と
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合
衆
国
の
当
局
が
、
認
め
ら
れ
な
い
者
に
対
し
軍
菜
を
行
使
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍

属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
を
逮
捕

L
、
及
び
処
罰
す
る
こ
と
並
び
に
、
日
本
国
に
お
け
る
軍
累
の
認

め
ら
れ
な
い
使
用
の
結
果
と
し
て
、
合
衆
国
又
は
そ
の
機
関
が
、

日
本
国
政
府
若
し
く
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
い
か
な
る
義
務
も
負
う
こ
と
は
な
い
こ
と
が
合
意
さ
れ

と
す
る
。

， ヽ

,
1
.
,
`

＇
．
ー

1
,
1
,

＇

t
•
9
9
·

s

,
1
:

、
.

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
は
、

日
本
固
政
府
の
外
国
為
替
管
理
に
服

1
の
規
定
は
、
合
衆
国
ド
ル
若
し
く
は
ド
ル
証
券
で
、
合
衆
国
の
公
金
で
あ
る
も
の
、
こ
の
協
定
に

関
連
す
る
勤
務
若
し
く
は
雇
用
の
結
果
と
し
て
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
が
取
得
し
た
も
の
又

は
前
記
の
者
及
び
そ
れ
ら
の
家
族
が

8
本
国
外
の
源
泉
か
ら
取
得
し
た
も
の
の
日
本
国
内
又
は
日
本
国

外
へ
の
移
転
を
妨
げ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

合
衆
国
の
当
局
は
、

2
に
定
め
る
特
権
の
濫
用
又
は
日
本
国
の
外
国
為
替
管
埋
の
回
避
を
防
止
す
る

た
め
適
当
な
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条

ド
ル
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
合
衆
国
軍
累
は
、
合
衆
国
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
者
が
、
合
衆
国
軍

隊
の
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
内
に
去
け
る
内
部
の
取
引
の
た
め
使
用
す
る
と
と
が
で
き
る
0

合
衆

国
政
府
は
、
認
め
ら
れ
た
者
が
、
合
衆
国
の
規
則
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
外
軍
票
を
用
い

る
取
引
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
適
当
な
措
置
を
執
る
も
の
と
す
る
。

日
本
国
政
府
は
、
認
め
ら
れ
な
い
者
に
対
し
軍
西
さ
を
使
用
す
る
取
引
に
従
事
す
る
と
と
王
禁
止
す
る

た
め
必
要
な
措
置
を
執
る
も
の
と

L
、
ま
た
、
合
衆
国
の
当
局
の
援
助
を
得
て
、
偽
造
軍
西
示
の
製
造

又
は
行
使
に
関
与
す
る
者
で
日
本
国
の
裁
判
権
の
下
に
あ
る
も
の
を
逮
捕
し
、
及
び
処
罰
す
る
も
の

す
る
。

4. 

こ
れ
ら
の
認
め
ら
れ
な
い
者
又
は

t'＜ 

第
十
九
条
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報
告
斎
は
、
合
衆
因
の
当
局
に
交
付
さ
れ
る
も
の
と
し
、
合
衆
国
の
当
局
は
、
遅
滞
な
く
、
慰
し

ゃ
科
の
支
払
を
申
L
出
る
か
ど
う
か
を
決
定
L
‘
且
つ
、
申
L
出
る
場
合
に
は
、
そ
の
額
を
決
定
す

慰
ぃ
ゃ
料
の
支
払
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
請
求
人
が
そ
の
謂
求
の
完
全
な
弁
済
と
し

て
こ
れ
を
受
諾
し
た
と
き
は
、
合
衆
国
の
当
局
は
、
自
ら
支
払
を
し
‘
且
つ
、
そ
の
決
定
及
び
支
払

っ
た
額
を
日
本
国
の
当
局
に
通
知
す
る
。

.
5
の
い
か
な
る
規
定
も
、
謂
求
の
完
全
な
弁
済
と
し
て
支
払
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
限
り
、
合

衆
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
被
用
者
に
対
す
る
訴
を
受
理
す
る
日
本
国
の
裁
判
所
の
裁
判
権
に
影
響
を

合
衆
因
軍
隊
の
構
成
員
及
び
文
民
た
る
被
用
者
（
日
本
の
国
範
の
み
を
有
す
る
被
用
者
を
除
く
。
）

は
、

5
に
掲
げ
る
請
求
に
関
し
て
は
、

日
本
国
に
お
い
て
訴
を
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
そ
の

他
の
す
ぺ
て
の
稲
類
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
日
本
因
の
裁
判
所
の
民
事
裁
判
権
に
服
す
る
。

合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
内
に
日
本
国
の
法
律
に
基
き
強
制
執
行
を
行
う
ぺ
き
私

（
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
動
産
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
合
衆
国
の
当
局
は
、

本
因
の
裁
判
所
の
要
謂
に
基
き
、
そ
れ
ら
の
財
産
を
差
L
押
え
て
日
本
国
の
当
局
に
引
き
渡
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

と
と
に
つ
い
て
、
日
本
国
の
当
局
と
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日

合
衆
国
の
当
局
は
、
日
本
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の
た
め
証
人
及
び
証
拠
を
提
供
す
る

合
衆
国
軍
隊
に
よ
る
又
は
そ
の
た
め
の
物
炎
、
需
品
、
備
品
、
役
務
及
び
労
務
の
調
達
に
関
す
る
契

約
か
ら
生
ず
る
紛
争
で
そ
の
契
約
の
当
事
者
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
い
も
の
は
、
合
同
委
員
会
に
調
停

の
た
め
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
0

但
L
、

7
の
規
定
は
、
契
約
の
当
事
者
が
有
す
る
こ
と
の
あ
る

民
事
の
訴
を
提
起
す
る
椎
利
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。

6
囮 Cdl 

<` 

｀
 

及
ぽ
す
も
の
で
は
な
い
。

(Cl (bl 
る。

｀
 

‘‘
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(a) 

bヽ

，
 

っ
、
そ
の
事
件
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
す
る
。

付
託
す
る
と
と
が
で
き
る
。

(el (dl 

と
の
弁
償
は
9

で
き
る
だ
け
す
み
や
か
に
円
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

‘̀ （ 

担
す
る
。

｀ c 

か
ら
生
ず
る
謂
求
に
関
す
る
日
本
国
の
法
令
に
従
っ
て
審
査
し
、
且
つ
、
解
決
し
、

又
は
裁
判
す
る
。

日
本
国
は
、
前
記
の
い
か
な
る
請
求
も
解
決
す
る
と
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
合
意
さ
れ
、
又
は

前
記
の
支
払
（
解
決
に
よ
っ
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
日
本
国
の
管
轄
裁
判
所
忙

tさ
る
事
件
の
裁

判
に
よ
っ
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
0

)

又
は
支
払
を
認
め
な
い
日
本
国
の
管
轄
裁
判

(0) 

所
に
よ
る
最
終
の
裁
判
は
、
拘
束
刀
を
有
す
る
最
終
的
の
も
の
と
す
る
。

(bl 

前
諸
号
に
従
い
請
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
要
し
た
費
用
は
、
両
固
政
府
が
合
意
す
る
条
件
で
分

日
本
国
が

3
に
従
っ
て
承
認
し
た
又
は
承
認
し
た
か
っ
た
す
ぺ
て
の
請
求
の
明
細
及
び
各
事
件
に

つ
い
て
の
認
定
並
び
に
日
本
国
が
支
払
っ
た
額
の
明
細
は
、
定
め
ら
れ
る
ぺ
き
手
続
に
従
つ
て
、
合

衆
国
が
支
払
う
ぺ
き
分
担
額
に
対
す
る
弁
償
の
要
請
と
と
も
に
、
合
衆
国
に
定
期
的
に
送
付
す
る
。

各
当
事
者
は
、
前
諸
項
の
実
施
に
当
り
、
そ
の
人
員
が
公
務
の
執
行
に
従
事
し
て
い
た
か
ど
う
か
を

決
定
す
る
第
一
次
の
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
決
定
は
、
当
該
請
求
が
提
起
さ
れ
た
後
で
き
る
だ
け
す
み

や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

他
方
の
当
事
者
が
こ
の
決
定
に
同
意
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の

当
事
者
は
、
と
の
協
定
の
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
い
て
協
議
の
た
め
に
そ
の
問
題
を
合
同
委
員
会
に

日
本
国
内
に
お
け
る
不
法
の
作
為
又
は
不
作
為
で
公
務
執
行
中
に
行
わ
れ
た
も
の
で
な
い
も
の
か
ら

生
ず
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
被
用
者
に
対
す
る
請
求
は
、
次
の
方
法
で
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

日
本
国
の
当
局
は
、
当
該
事
件
に
関
ナ
る
す
ぺ
て
の
事
情
（
損
害
を
受
け
た
者
の
行
動
を
含
む
。
）

を
考
慮

L
て
、
公
乎
且
つ
公
正
に
請
求
を
審
査
し
、
及
び
謂
求
人
に
対
す
る
補
償
金
を
査
定
し
‘
且

裁
判
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
額
の
支
払
は
、
日
本
国
が
円
で
す
る
。
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公
務
執
行
中
の
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
被
用
者
の
作
為
若

他
方
の
当
事
者
に
対
す
る
す
べ
て
の
謂
求
権
を
放
棄
す
る
。

2
 者

に
対
す
る
す
ぺ
て
の
請
求
椎
を
放
棄
す
る
。

賃`

｀ ` 

処
分
を
日
本
固
の
当
局
に
通
告
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
0

合
衆
国
は
、

4
に
基
い
て
生
ず
る
事
件
で

8

本
因
政
府
が
そ
れ
に
対
す
る
合
衆
国
の
裁
判
権
の
放
棄
を
特
に
重
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
日
本

国
の
当
局
が
そ
の
放
棄
を
要
請
す
る
と
き
は
、
こ
の
要
請
に
好
意
的
考
慮
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
の
放
棄
が
あ
っ
た
と
き
は
、
日
本
国
は
、
そ
の
裁
判
梅
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
国
が
1
に
掲
げ
る
選
択
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

2
以
下
に
定
め
る
裁
判
権
は
、
引
き
続
き

行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
0

前
記
の
北
大
西
洋
条
約
協
定
が
と
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
一
年
以
内

に
効
力
を
生
じ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
日
本
国
政
府
の
要
謂
が
あ
っ
た
と
き
は
、
合
衆
国
は
、
合

衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
が
日
本
国
で
犯

L
た
罪
に
対
す
る
裁
判
権
の
問

題
を
再
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

各
当
事
者
は
、
そ
の
軍
隊
の
構
成
員
又
は
そ
の
文
民
た
る
政
府
載
員
が
公
務
の
執
行
に
従
事
し
て
い

る
間
に
日
本
国
に
お
い
て
被
っ
た
負
傷
又
は
死
亡
に
つ
い
て
は
、
そ
の
負
傷
又
は
死
亡
が
公
務
執
行
中

の
他
方
の
当
事
者
の
軍
隊
の
構
成
員
又
は
文
民
た
る
職
貝
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
他
方
の
当
事

各
当
事
者
は
、
日
本
国
に
お
い
て
所
有
す
る
財
産
に
対
す
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
損
害
が
公
務

執
行
中
の
他
方
の
当
事
者
の
軍
隊
の
構
成
員
又
は
文
民
た
る
政
府
巖
員
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

契
約
に
よ
る
請
求
を
除
く
外
、

L
く
は
不
作
為
又
は
合
衆
国
軍
隊
が
法
律
上
資
任
を
有
す
る
そ
の
他
の
作
為
、
不
作
為
若
し
く
は
事
故

で
、
非
載
闘
行
為
に
伴
つ
て
生
じ
、
且
つ
、
日
本
国
に
お
い
て
第
三
者
に
負
傷
、
死
亡
又
は
財
産
上
の

損
害
を
与
え
た
も
の
か
ら
生
ず
る
諧
求
は
、
日
本
国
が
次
の
規
定
に
従
つ
て
処
埋
す
る
も
の
と
す
る
。

請
求
は
、
請
求
が
生
じ
た
日
か
ら

•
9年
以
内
に
提
起
す
る
も
の
と
L
、

第
十
八
条

日
本
国
の
被
用
者
の
行
動
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国
政
府
は
、
更
に
、

4
に
基
い
て
生
ず
る
す
ぺ
て
の
事
件
に
つ
い
て
合
衆
国
の
軍
事
裁
判
所
が
行
っ
た

す
る
も
の
を
捜
査

L
、
且
つ
、
正
当
に
処
理
す
る
意
思
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
0

合
衆

認
め
ら
れ
る
罪
で
、
日
本
国
の
当
局
が
通
告
す
る
も
の
又
は

び
能
力
を
有
す
る
と
と
並
び
に
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び

4- 侶l

合
衆
国
の
軍
事
裁
判
所
及
び
当
局
が
発
見

軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
が
犯
し
た
と

つ
い
て
充
分
な
証
拠
が
あ
る
も
の
を
裁
判
し
、
且
つ
、
有
罪
の
判
決
を
し
た
と
き
は
、
処
罰
す
る
意
思
及

衆
因
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
が
日
本
国
内
で
犯
し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

合
衆
国
は
、
合
衆
国
の
軍
事
裁
判
所
及
び
当
局
が
、
日
本
国
の
法
令
に
違
反
す
る
す
ぺ
て
の
罪
で
合

伽

合
衆
国
軍
隊
が
日
本
国
内
で
執
行
し
て
は
な
ら
な
い
。

さ
せ
る
専
属
的
権
利
を
有
す
る
0

合
衆
国
は
、
日
本
国
政
府
が
正
当
た
事
由
に
よ
り
前
記
の
い
ず
れ

か
の
者
の
退
去
を
要
請
す
る
と
き
は
、
と
の
要
請
に
好
意
的
考
慮
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

日
本
国
の
当
局
は
、
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
内
に
あ
る
者
若
し
く
は
財
産
に
つ

い
て
、
又
は
所
在
地
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
合
衆
国
軍
隊
の
財
産
に
つ
い
て
捜
索
又
は
差
押
を
行
う
権

利
を
有
し
な
い
0

合
衆
因
の
当
局
は
、
日
本
国
の
当
局
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
権
限
の
範

囲
内
で
前
記
の
捜
索
及
び
差
押
を
行
い
、
且
つ
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
日
本
国
の
当
局
に
通
知
す
る

と
と
を
約
束
す
る
0

前
記
の
財
産
（
合
衆
国
政
府
が
所
有
し
、
又
は
使
用
す
る
財
産
を
除
く
。
）

関
す
る
判
決
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
合
衆
国
は
、
日
本
国
の
当
局
に
こ
れ
を
判
決
に
従
っ
て
処
分
す

る
た
め
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
0

日
本
国
の
当
局
は
、
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
外

で
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若

L
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
の
身
体
又
は
財
産
に
つ
い
て
捜
索

又
は
差
押
を
行
う
権
利
を
有
し
な
い
0

但

L
、
本
条

5
印
に
従
つ
て
逮
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に

る
場
合
は
、
と
の
限
り
で
な
い
。

死
刑
の
判
決
は
、
日
本
国
の
法
制
が
同
様
の
場
合
に
死
刑
の
刑
を
規
定

L
て
い
な
い
場
合
に
は
、

関
す
る
場
合
及
び
前
記
の
捜
索
が
日
本
国
の
裁
判
樟
の
下
に
あ
る
犯
人
の
逮
捕
の
た
め
必
要
と
さ
れ

‘̀ 

｀
 
｀
 

に
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成
員
若

L
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
を
犯
罪
の
既
遂
又
は
未
遂
に
つ
い
て
逮
捕
す
る
こ
と
が
で

き
る
0

し
か

L
、
逮
捕
し
た
場
合
に
は
、
逮
捕
さ
れ
た
一
又
は
二
以
上
の
個
人
を
直
ち
に
合
衆
国
軍

隊
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

合
衆
国
軍
隊
の
裁
判
権
か
ら
の
が
れ
‘
且
つ
、
施
設
及
び
区

域
外
の
場
所
で
発
見
さ
れ
た
者
は
‘
要
謂
に
基
い
て
、
日
本
国
の
当
局
が
逮
捕
し
、
且
つ
、
合
衆
国

の
当
局
に
引
き
渡
す
と
と
が
で
き
る
。

合
衆
因
の
当
局
は
、
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
施
設
又
は
区
域
内
に
お
い
て
、
専
属
的
逮
捕
権
を

有
す
る
。

8
本
国
の
裁
判
極
に
服
す
る
者
で
前
記
の
施
設
又
は
区
域
内
で
発
見
さ
れ
た
も
の
は
、

る
0

前
記
の
者
で
合
衆
国
軍
隊
の
裁
判
権
に
服
さ
な
い
も
の
は
、
直
ち
に
日
本
国
の
当
局
に

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

並
び
に
そ
れ
ら
の
者
の
逮
捕
の
た
め
必
要
な
範
囲
内
に
限
定
さ
れ
る
。

要

合
衆
国
の
当
局
は
、
前
記
の
施
設
又
は
区
域
の
近
傍
で
、
当
該
施
設
又
は
区
域
の
安
全
に
対
す
ろ

犯
罪
の
既
遂
又
は
未
遂
の
現
行
犯
に
係
る
者
を
法
の
正
当
な
手
続
に
従
つ
て
逮
捕
す
る
と
と
が
で
玄

5
回
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
施
設
及
び
区
域
外
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
軍
事
警

察
の
活
動
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
の
秩
序
及
び
紀
律
の
維
持

日
本
国
及
び
合
衆
国
の
当
局
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
所
に
お
け
る
刑
事
上
の
捜
査
そ
の
他
の
手
続

の
た
め
証
人
及
び
証
拠
を
提
供
す
る
と
と
に
つ
い
て
協
力
し
、
且
つ
、
捜
査
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て

相
互
に
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

何
人
も
自
已
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
を
有
し
な
い
裁
判
所
に

対
す
る
裁
判
所
侮
辱
、
偽
証
又
は
審
判
妨
害
を
行
っ
た
と
き
は
、

権
を
有
す
る
裁
判
所
は
、
そ
の
者
が
当
該
裁
判
所
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
罪
を
犯
し
た
も
の
と
み
な
し

て
そ
の
者
を
裁
判
す
る
も
の
と
す
る
。

(di 

合
衆
国
軍
隊
は
、
合
衆
因
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
を
日
本
国
か
ら
退
去

（じ‘も

こ
れ
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
裁
判

（し，．、イ

請
に
基
い
て
、
日
本
国
の
当
局
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。

引
き
渡
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2

に
定
め
る
裁
判
権
が
行
わ
れ
る
間
は
、
次
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
 

4幽

(a) 

日
本
国
の
当
局
は
、
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
外
に
お
い
て
、
合
衆
国
軍
隊
の
構

で
き
る
。

2

1

 

第
十
七
条 し`

第
十
六
条

が
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
と
き
は
、
合
衆
国
は
、
直
ち
に
、
日
本
国

1

千
九
百
五
十
一
年
六
月
十
九

B
に
ロ
ン
ド
ン
で
署
名
さ
れ
た
「
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
北
大
西
洋
条

し、し

前
記
の
諸
機
関
が
販
売
す
る
物
品
は
、
こ
れ
ら
の
諸
機
関
か
ら
購
入
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
い
者
に

対
し
て
日
本
国
内
で
処
分
し
て
は
な
ら
な
い
。

所
得
税
及
び
社
会
保
障
の
た
め
の
納
付
金
の
源
泉
微
収
及
び
納
付
に
関
す
る
義
務
並
び
に
、
別
に
相

互
に
合
意
さ
れ
る
場
合
を
除
く
外
、
賃
金
及
び
諸
手
当
に
関
す
る
条
件
の
よ
う
な
雇
用
及
び
労
働
の
条

件
、
労
働
者
の
保
護
の
た
め
の
条
件
並
び
に
労
働
関
係
に
関
す
る
労
働
者
の
権
利
は
、
日
本
国
の
法
令

で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
に
掲
げ
る
諸
機
関
は
、
日
本
国
の
当
局
に
対

L
、
日
本
国
の
税
法
が
要
求
す
る
と
と
ろ
に
よ
り

資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

日
本
国
に
お
い
て
、

日
本
国
の
法
令
を
尊
重

L
、
及
び
こ
の
協
定
の
精
神
に
反
す
る
活
動
、
特
に
、
政

治
的
活
動
を
慎
む
と
と
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
の
義
務
で
あ
る
。

約
当
事
因
間
の
協
定
」

の
選
択
に
よ
り
、
日
本
国
と
の
間
に
前
記
の
協
定
の
相
当
規
定
と
同
様
の
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
協
定

を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
北
大
西
洋
条
約
協
定
が
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
ま
で
の
間
、
合
衆
国
の
軍
事

裁
判
所
及
び
当
局
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
（
日
本
の
国
範
の
み

を
有
す
る
そ
れ
ら
の
家
族
を
除
く
0

)

が
日
本
国
内
で
犯
す
す
ぺ
て
の
罪
に
つ
い
て
、
専
属
的
裁
判
権

を
日
本
国
内
で
行
使
す
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
裁
判
権
は
、
い
つ
で
も
合
衆
国
が
放
棄
す
る
こ
と
が
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 (b） 
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設
置
す
る
と
と
が
で
き
る
。

｀` 
第
十
五
条

新
聞
そ
の
他
の
歳
出
外
交
金
に
よ
る
諸
機
関
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び

す
る
期
間
と
は
認
め
な
い
。

‘
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、
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ヽ

つ
い
て
の
日
本
因
の
租
税
の
納
付
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
者
が
合
衆
因
政
府
と
の
契

約
の
履
行
に
関
し
て
の
み
日
本
国
に
あ
る
期
間
は
、
前
記
の
諜
税
上
、

日
本
国
の
当
局
は
、
本
条

1
に
掲
げ
る
人
及
び
そ
の
被
用
者
に
対
し
、
日
本
国
に
ふ
い
て
犯
す
罪
で

日
本
国
の
法
律
に
よ
っ
て
罰
す
ぺ
き
も
の
に
関
し
て
裁
判
梅
を
行
使
す
る
第
一
次
の
梅
利
を
有
す
る
。

日
本
国
の
当
局
が
前
記
の
裁
判
権
を
行
使
し
な
い
と
と
に
決
定
し
た
場
合
に
は
、
日
本
国
の
当
局
は
、

合
衆
国
の
軍
当
局
に
で
き
る
だ
け
す
み
や
か
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
通
告
が
あ
っ
た
と

き
は
、
合
衆
国
の
軍
当
局
は
、
前
記
の
者
に
対
し
、
合
衆
国
の
法
律
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
裁
判
権
を

行
使
す
る
権
利
を
有
す
る
。

合
衆
因
の
軍
当
局
が
公
認
し
、
且
つ
、
規
制
す
る
海
軍
販
売
所
、
ビ
ー
・
エ
ッ
ク
ス
、
食
堂
、
社

交
ク
ラ
ブ
、
劇
場
、

日
本
国
に
居
所
又
は
住
所
を
有

軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
の
用
に
供
す
る
た
め
、
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
内
に

と
の
協
定
中
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
前
記
の
諸
楼
関

は
、
日
本
国
の
規
制
、
免
許
、
手
数
料
、
租
税
そ
の
他
類
似
の
管
理
に
服
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

合
衆
因
の
軍
当
局
が
公
認

L‘

且
つ
、
規
制
す
る
新
聞
が
一
般
の
公
衆
に
販
売
さ
れ
る
と
き
は
、

当
該
新
聞
は
、
そ
の
頒
布
に
関
す
る
限
り
、
日
本
国
の
規
制
、
免
許
、
手
数
料
、
租
税
そ
の
他
類
似

の
管
理
に
服
す
る
も
の
と
す
る
。

前
記
の
諸
機
関
に
よ
る
商
品
及
び
役
務
の
販
売
に
は
、

1
伽
に
定
め
る
場
合
を
除
く
外
、

は
、
日
本
国
の
租
税
を
課
す
る
。

日
本
国
の

租
税
を
課
さ
な
い
0

但
し
、
と
れ
ら
の
諸
槙
関
に
よ
る
商
品
及
び
需
品
の
日
本
国
内
に
お
け
る
購
入
に

日
本
国
及
び
合
衆
国
の
当
局
が
相
互
に
合
意
す
ろ
条
件
に
従
つ
て
処
分
を
認
め
る
場
合
を
除
く
外
、
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第
二
十
一
条
に
定
め
る
郵
便
施
設
の
利
用

前
記
の
人
及
び
そ
の
被
用
者
は
●
そ
の
身
分
の
者
で
あ
る
こ
と
が
旅
券
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
の
到
着
、
出
発
及
び
日
本
国
に
あ
る
間
の
居
所
は
、
合
衆
国
軍
隊
が
日
本
国
の
当
局
に
随

時
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
記
の
人
及
び
そ
の
被
用
者
が

l
に
掲
げ
ろ
契
約
の
履
行
の
た
め
に
の
み
所
有
し
、
使
用

L
、
又
は

移
転
す
る
減
価
償
却
炎
産
（
家
屋
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
権
限
の
あ
る
官
憲
の
証

前
記
の
人
及
び
そ
の
被
用
者
は
、
合
衆
因
軍
隊
の
権
限
の
あ
る
官
憲
の
証
明
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

ら
の
者
が
一
時
的
に
日
本
国
に
あ
る
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
っ
て
日
本
国
に
所
在
す
る
有
体
又
は
無
体

の
動
産
の
所
有
、
使
用
、
死
亡
に
よ
る
移
転
又
は
と
の
協
定
に
基
い
て
租
税
の
免
除
を
受
け
る
権
利
を

有
す
る
人
若
し
く
は
様
関
へ
の
移
転
に
つ
い
て
、
日
本
国
に
お
け
る
諜
税
を
免
除
さ
れ
る
°
但
し
、
こ

の
免
除
は
、
投
炎
の
た
め
若
し
く
は
他
の
事
業
を
行
う
た
め
日
本
国
に
お
い
て
所
有
さ
れ
る
財
産
又
は

日
本
国
に
お
い
て
登
録
さ
れ
た
無
体
財
産
樵
に
は
適
用
し
な
い
0

本
条
の
規
定
は
、
私
有
車
両
に
よ
る

道
路
の
使
用
に
関
し
て
納
付
す
ぺ
き
租
税
の
免
除
を
与
え
る
義
務
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。

1
に
掲
げ
る
人
及
び
そ
の
被
用
者
は
、
こ
の
協
定
に
定
め
る
い
ず
れ
か
の
施
設
又
は
区
域
の
建
設
、

維
持
又
は
迎
営
に
関
し
て
合
衆
因
政
府
と
合
衆
国
に
お
い
て
結
ん
だ
喫
約
に
基
い
て
発
生
す
る
所
得
に

つ
い
て
は
、
日
本
国
政
府
又
は
日
本
国
に
あ
る
そ
の
他
の
徴
税
機
関
に
対
し
て
所
得
税
又
は
法
人
税
を

納
付
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
0

6
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
日
本
国
の
娠
泉
か
ら
発
生
す
る

所
得
に
つ
い
て
の
所
得
税
又
は
法
人
税
の
納
付
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
合
衆
国
の
所
得

税
に
関
し
日
本
国
に
居
所
を
有
す
る
こ
と
を
援
用
す
る
前
記
の
人
及
び
そ
の
被
用
者
に
対
し
、
所
得
に

5
 

4- 8
 

ヽ •

≪
 

，
 

明
が
あ
る
と
き
は
、

8
本
国
の
租
税
そ
の
他
類
似
の
公
課
を
課
せ
ら
れ
た
い
。

伽
屑
用
の
条
件
に
関
す
る
日
本
国
の
法
令
の
適
用
か
ら
の
除
外

{gl 

る
権
利

・"-{ 
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そ
の
他
の
諌
徴
金
の
免
除

似
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
日
本
国
へ
の
入
国

釦

ヽl

ヽ`

第
十
四
条

は
そ
れ
ら
の
家
族
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
っ
て
日
本
国
に
あ
る
期
間
は
、
日
本
国
の
税
法
の
適

用
上
、
日
本
国
に
居
所
又
は
住
所
を
有
す
る
期
間
と
は
認
め
な
い
。

合
衆
因
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
一
時
的
に
日
本
国
に

あ
る
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
っ
て
日
本
因
に
所
在
す
る
有
体
又
は
無
体
の
動
産
の
所
有
、
使
用
、

こ
れ

ら
の
者
相
互
間
の
移
転
又
は
死
亡
に
よ
る
移
転
に
つ
い
て
、
日
本
国
に
お
け
る
課
税
を
免
除
さ
れ
る
。

但

L
、
と
の
免
除
は
、
投
炎
の
た
め
若

L
く
は
事
業
を
行
う
た
め
日
本
国
に
お
い
て
所
有
さ
れ
る
財
産

又
は
日
本
国
に
お
い
て
登
録
さ
れ
た
無
体
財
産
梅
に
は
適
用
し
な
い
0

本
条
の
規
定
は
、
私
有
車
両
に

よ
る
道
路
の
使
用
に
関

L
て
納
付
す
べ
き
租
税
の
免
除
を
与
え
る
義
務
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。

✓
 

被
用
者
で
合
衆
因
軍
隊
の
た
め
の
合
衆
国
と
の
契
約
の
履
行
の
み
を
目
的
と
し
て
日
本
国
に
も
ん
も
の

の
協
定
に
よ
る
次
の
利
益
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

5
 通

常
合
衆
国
に
居
住
す
る
人
（
合
衆
国
の
法
律
に
基
い
て
組
織
さ
れ
た
法
人
を
含
む
。
）

は
、
本
条
に
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
日
本
国
の
法
令
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
2
に
定
め
る
出
入
及
び
移
動
の
権
利

及
び
そ
の

前
記
の
人
及
び
そ
の
被
用
者
は
、
そ
の
身
分
に
関
す
る
合
衆
国
の
当
局
の
証
明
が
あ
る
と
き
は
、
こ

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
に
つ
い
て
第
十
一
条

3
に
定
め
る
関
税

合
衆
国
政
府
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
第
十
五
条
に
定
め
る
諸
機
関
の
役
務
を
利
用
す
る
権

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
に
つ
い
て
第
十
九
条

2
に
定
め
る
も
の

合
衆
国
政
府
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
第
二
十
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
軍
梨
を
使
用
す
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い
て
租
税
そ
の
他
類
似
の
公
課
を
課
せ
ら
れ
な
い
。

(・・ 

ト`

所
得
税
及
び
社
会
保
障
の
た
め
の
納
付
金
の
源
泉
徴
収
及
び
納
付
の
義
務
並
び
に
、
別
に
相
互
に
合

意
さ
れ
る
場
合
を
除
く
外
、
賃
金
及
び
諸
手
当
に
関
す
る
条
件
の
よ
う
な
雇
用
及
び
労
働
の
条
件
、

働
者
の
保
護
の
た
め
の
条
件
並
び
に
労
働
関
係
に
関
す
る
労
働
者
の
梅
利
は
、
日
本
国
の
法
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
 

軍
属
は
、
雇
用
の
条
件
に
関
し
て
日
本
国
の
法
令
に
服
さ
な
い
。

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
は
、
日
本
国
に
お
け
る
物
品
及
び
役
務
の

個
人
的
購
入
に
関

L
て
日
本
国
の
法
令
に
基
い
て
課
せ
ら
れ
る
租
税
そ
の
他
類
似
の
公
課
の
免
除
を
本

条
に
よ
り
享
有
す
る
と
と
は
な
い
。

日
本
因
及
び
合
衆
国
の
当
局
が
相
互
に
合
意
す
る
条
件
に
従
つ
て
処
分
を
認
め
る
場
合
を
除
く
外
、

3
に
掲
げ
る
租
税
の
免
除
を
受
け
て
日
本
国
で
購
入
し
た
物
品
は
、
当
該
租
税
の
免
除
を
受
け
て
当
該

物
品
を
購
入
す
る
権
利
を
有
し
な
い
者
に
対
し
て
日
本
国
内
で
処
分
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

合
衆
国
軍
隊
は
、
合
衆
国
軍
隊
が
日
本
因
に
お
い
て
所
有
し
、
使
用
し
、
又
は
移
転
す
る
財
産
に
つ

合
衆
因
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
は
、

こ
れ
ら
の
者
の
合
衆
国
軍
隊
に
お
け

ろ
勤
務
又
は
合
衆
国
軍
隊
若
し
く
は
第
十
五
条
に
定
め
る
諸
楼
関
に
よ
る
雇
用
の
結
果
と
し
て
受
け
る

所
得
に
つ
い
て
、
日
本
国
政
府
又
は
日
本
国
に
あ
る
そ
の
他
の
微
税
機
関
に
対
し
て
日
本
国
の
租
税
を

納
付
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
0

本
条
の
規
定
は
、
前
記
の
個
人
に
対

L
、
日
本
国
の
源
泉
か
ら
発
生
す

る
所
得
に
つ
い
て
の
日
本
因
の
租
税
の
納
付
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
合
衆
国
の
所
得
税

に
関
し
日
本
国
に
居
所
を
有
す
る
と
と
を
援
用
す
る
合
衆
国
市
民
に
対

L
、
所
得
に
つ
い
て
の
日
本
国

の
租
税
の
納
付
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
0

前
記
の
者
が
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又

れ
る
。

労
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さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

合
衆
因
は
、
と
の
協
定
の
目
的
の
た
め
又
は
こ
の
協
定
で
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
本
国
で
供

給
さ
れ
る
ぺ
き
需
品
又
は
行
わ
れ
る
ぺ
き
工
事
の
た
め
、
供
給
者
又
は
工
事
を
行
う
者
の
選
択
に
関
し

て
制
限
を
受
け
な
い
で
契
約
す
る
権
利
を
有
す
る
。

現
地
で
供
給
さ
れ
る
合
衆
因
軍
隊
の
維
持
の
た
め
必
要
な
炎
材
、
需
品
、
備
品
及
び
役
務
で
そ
の
調

達
が
日
本
国
の
経
済
に
不
利
な
影
響
を
及
ぽ
す
虞
が
あ
る
も
の
は
、

日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
と
の

調
整
の
下
に
、
ま
た
、
望
ま

L
い
と
き
は
、
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
を
通
じ
て
又
は
そ
の
授
助
を

合
衆
国
軍
隊
又
は
合
衆
国
軍
隊
の
公
認
調
達
機
関
が
適
当
な
証
明
書
に
よ
っ
て
日
本
国
で
公
用
の
た

め
調
達
す
る
炎
材
、
需
品
、
備
品
及
び
役
務
は
、
日
本
国
の
次
の
租
税
を
免
除
さ
れ
る
。

軍
隊
の
適
当
な
証
明
書
に
よ
っ
て
、
物
品
税
及
び
揮
発
油
税
を
免
除
さ
れ
る
0

本
条
に
特
に
掲
げ
な
い

日
本
国
の
現
行
の
又
は
将
来
の
租
税
で
、
合
衆
国
軍
隊
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
、

国
軍
隊
が
使
用
す
る
た
め
調
達
さ
れ
る
姿
材
、
需
品
、
備
品
及
び
役
務
の
購
入
価
格
の
相
当
な
且
つ
容

易
に
判
別
す
る
と
と
が
で
き
る
部
分
を
な
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
両
政
府
は
、
本
条
の

目
的
に
合
致
す
る
免
除
又
は
救
済
を
与
え
る
た
め
の
手
続
に
つ
い
て
合
意
す
る
も
の
と
す
る
。

2
 

ー
合
衆
因
軍
隊
又
は
軍
属
の
現
地
の
労
務
に
対
す
る
需
要
は
、
日
本
国
の
当
局
の
援
助
を
得
て
充
足
さ

最
終
的
に
は
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
た
め
調
達
さ
れ
る
資
材
、

rdi
電
気
ガ
ス
税

5

揮
発
油
税

伽

通

行

税

囮

物

品

税

ヽ`

得
て
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
最
終
的
に
は
合
衆

需
品
、
備
品
及
び
役
務
は
、
合
衆
国

、`
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合
衆
国
政
府
の
船
荷
証
券
に
よ
り
船
積
さ
れ
る
軍

合
衆
国
軍
事
郵
便
線
路
上
に
あ
る
郵
便
物
及
び

、
関
税
の
免
除
を
受
け
て
当
該
物
品
を
翰
入
す

関
税
の
免
除
を
受
け
て
日
本
国
に
輪
入
さ
れ
た
物
品
は

課
徴
金
の
免
除
を
受
け
て
日
本
国
に
輪
入
さ
れ
た
物
品
は
、
関

2
及
び

3
に
基
い
て
関
税
そ
の
他
の

え
ら
れ
る
特
権
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
翫
を

成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
に
与

執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
国
政
府
の
税
関
当
局
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
法
令
に
対
す
る
違
反
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、

本
因
の
当
局
及
び
合
衆
国
軍
豚
は
、
調
査
の
実
施
及
び
証
拠
の
収
集
に
つ
い
て
相
互
に
接
助
し
な
け

合
衆
因
軍
隊
は
、

れ
る
差
押
を
受
け
る
ぺ
き
物
件
が
税
関
当
局
に
引
き
渡
さ
れ
る
と
と
を
確
保
す
ろ
た
め
、

I—•I 

日
本
国
政
府
の
税
関
当
局
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
又
は
税
関
当
励
に
代
つ
て
行
わ

可
能
な
す

合
衆
因
軍
隊
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
若
し
く
は
軍
属
又
は
そ
れ
ら
の
家
族
が
納
付
す
ぺ
き
関

税
、
租
税
及
び
罰
金
の
納
付
を
確
保
す
る
た
め
、
可
能
な
す
べ
て
の
援
助
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
た

8
本
因
政
府
の
関
税
又
は
財
政
に
関
す
る
法
令
に
対
す
る
違
反
行
為
に
関
連
し
て

H
本
国
政
府
の

税
関
当
局
が
差
し
押
え
た
合
衆
国
軍
蘇
に
属
す
る
単
両
及
び
物
件
は
、
閲
係
部
族
の
当
局
に
引
き
渡

(bl 

ペ
て
の
捐
助
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

,．≫ ,ta れ
ば
な
ら
な
い
。 ＾`

 
8

合
衆
国
軍
隊
は
、

日
本
国
の
当
局
と
協
力
し
て
、

本
条
に
従
つ
て
合
衆
国
軍
隊
、
合
架
国
軍
隊
の
構

税
そ
の
他
の
課
徴
金
の
免
除
を
受
け
て
再
輸
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

処
分
し
て
は
な
ら
な
い
。

る
権
利
を
有
し
な
い
者
に
対
し
て
日
本
国
内
で

に
合
意
す
る
条
件
に
従
つ
て
処
分
を
認
め
る
場
合
を
除
く
外
、

6

日
本
国
及
び
合
衆
国
の
当
局
が
相
互

事
貨
物

(C) (b） 

公
用
の
封
印
が
あ
る
公
文
書

9
.
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5

税
関
検
査
は
、
次
の
場
合
に
は
行
わ
た
い
も
の
と
す
る
。

4▲
 

(a) (C) 2
 

ー

一．． ヽ
~．

ヽ
・

本
条
1
に
基
い
て
日
本
国
に
入
国
し
た
者
の
身
分
に
変
更
が
あ
っ
て
そ
の
者
が
前
記
の
入
国
の
権
利

を
有
し
た
く
た
っ
た
場
合
に
は
、
合
衆
国
の
当
局
は
、
日
本
国
の
当
局
に
通
告
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、

そ
の
者
が
日
本
国
か
ら
退
去
す
る
と
と
を

H
本
国
の
当
局
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
と
き
は
、
日
本
国
政

府
の
負
担
に
よ
ら
な
い
で
相
当
の
期
間
内
に
日
本
国
か
ら
輸
送
す
る
こ
と
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

日
本
国
は
、
合
衆
国
が
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
車
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
に
対
し
て
発
給
し

た
迷
転
許
可
証
若
し
く
は
迷
転
免
許
証
又
は
車
の
連
転
許
可
証
を
、
連
転
者
試
験
又
は
手
数
科
を
諜
さ

な
い
で
、
有
効
な
も
の
と
し
て
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

合
衆
国
軍
隊
及
び
軍
属
の
公
用
車
両
は
、
そ
れ
を
容
易
に
識
別
さ
せ
る
明
確
な
番
号
椋
父
は
個
別
の

記
号
を
付
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
又
は
軍
属
が
自
己
又
は
そ
の
家
族
の
私
用
の
た
め
輸
入
す
る
車
両
及
び
部

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
の
私
用
の
た
め
合
衆
国
に
お
い
て
通
常

日
常
用
と
し
て
翡
入
さ
れ
る
よ
う
な
種
類
の
相
当
量
の
衣
類
及
び
家
庭
用
品
で
、
合
衆
国
軍
事
剰
便

局
を
通
じ
て
日
本
国
に
郵
送
さ
れ
る
も
の

2
及
び

5
で
与
え
る
免
除
は
、
物
品
の
翰
入
の
場
合
の
み
に
適
用
す
る
も
の
と
し
、

絵
入
の
際
税
関

当
局
が
徴
収
す
る
関
税
及
び
内
国
梢
貿
税
が
既
に
徴
収
さ
れ
た
物
品
を
賭
入
す
る
場
合
に
そ
の
関
税
及

び
内
国
消
費
税
を
払
い
も
ど
す
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

命
令
に
よ
り
日
本
国
に
入
国
し
、
又
は
日
本
国
か
ら
出
国
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
部
隊
又
は
合
衆
国

軍
隊
の
構
成
員

(b） 5
 品 い。
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L
く
は
世
界
気
象
機
関
の
加
盟
国
と
な
っ
た
結
果
と
し
て
牛
ず
ぺ
き
変
更
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

観
測
を
含
む
。
）

気
象
貸
料
（
中
央
気
象
台
の
定
期
的
既
報
及
び
過
去
の
姿
料
を
含
む
。
）

統
空
機
の
安
全
且
つ
正
確
な
連
航
の
た
め
必
要
な
気
象
情
報
を
報
ず
る
電
気
通
信
業
務

地
震
観
函
の
炎
料
（
地
震
か
ら
生
ず
る
津
波
の
予
想
さ
れ
る
程
度
及
び
そ
の
津
波
の
影
縣
を
受
け
る

区
域
の
予
報
を
含
む
。
）

あ
る
者
を
日
本
国
に
入
れ
る
梅
利
を
有
す
る
。

(Cl (bl 

合
衆
国
は
、
こ
の
協
定
の
目
的
の
た
め
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
で

合
衆
因
車
版
の
構
成
貝
は
、

日
本
国
の
旅
券
及
び
査
証
に
関
す
る
法
令
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
は
、
外
国
人
の
登
録
及
び
管
理
に
関
す
る
日

本
国
の
法
令
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
°
但
し
、
日
本
国
の
領
域
に
永
久
的
な
居
所
又
は
住
所
を
有
す

る
権
利
を
取
得
す
る
も
の
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
。

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
は
、

8
本
国
へ
の
入
国
又
は
日
本
国
か
ら
の
出
国
に
当
つ
て
は
、
次
の
文
紺
、

す
な
わ
ち
、
岡
氏
名
、
生
年
月
8
、
階
級
及
び
番
号
、
軍
の
区
分
並
び
に
写
真
を
掲
け
る
身
分
証
朋
書

並
び
に
向
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
と
し
て
の
個
人
の
身
分
又
は
集
団
の
地
付
及
び
命
令
さ
れ
た
旅
行
を

証
明
す
る
個
別
的
又
は
集
団
的
旅
行
の
命
令
書
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

合
衆
国
軍
隊
の
楷
成

員
は
、

8
本
国
に
あ
る
間
の
身
分
証
明
の
た
め
、
前
記
の
身
分
証
明
書
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

軍
属
、
そ
の
家
族
及
び
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
の
家
族
は
、
合
衆
国
の
当
局
が
発
給
し
た
適
当
な
文

書
を
携
行
し
、
日
本
国
へ
の
入
国
若
し
く
は
日
本
国
か
ら
の
出
国
に
当
つ
て
又
は
日
本
国
に
あ
る
間
そ

の
身
分
を
日
本
国
の
当
局
が
確
認
す
る
と
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、r'-

<
 

第
九
条

囮
地
上
及
び
海
上
か
ら
の
気
象
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あ
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象
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第
八
条

第
七
条

,̀r 

更

L
、
又
は
新
た
に
設
置
す
る
前
に
予
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

潅ヽ,'`
<
、

す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
る
。

1
に
掲
げ
る
船
舶
が
日
本
国
の
港
に
入
る
場
合
に
は
、
通
常
の
状
態
に
お
い
て
は
、

に
適
当
な
通
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

前
記
の
船
舶
は
、
強
制
水
先
を
免
除
さ
れ
る
0

但
し
、
水

先
人
を
使
用
し
た
と
き
は
、
相
当
な
料
率
で
水
先
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
べ
て
の
非
軍
用
及
び
軍
用
の
航
空
交
通
管
理
及
び
通
信
の
体
系
は
、
緊
密
に
協
調
し
て
発
達
を
図

る
も
の
と
し
、
且
つ
、
集
団
安
全
保
障
の
利
益
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
程
度
に
整
合
す
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
協
調
及
び
整
合
を
図
る
た
め
必
要
な
手
続
及
び
そ
れ
に
対
す
る
そ
の
後
の
変
更
は
、
相
互
の

取
極
に
よ
っ
て
定
め
る
。

合
衆
因
軍
隊
が
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
並
び
に
そ
れ
ら
に
隣
接
す
る
領
水
又
は
そ
れ
ら
の
近
傍
に

骰
か
れ
、
又
は
設
骰
さ
れ
る
燈
火
そ
の
他
の
航
行
補
助
施
設
及
び
航
空
保
安
施
設
は
、
日
本
国
で
使
用

さ
れ
て
い
る
様
式
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
施
設
を
設
置
し
た
日
本
国
及
び
合
衆
国

の
当
局
は
、
そ
の
位
置
及
び
特
微
を
相
互
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
且
つ
、

合
衆
国
軍
隊
は
、

日
本
国
政
府
の
各
省
各
庁
に
当
時
適
用
さ
れ
て
い
る
条
件
よ
り
も
不
利
で
な
い
条
件

で
、
日
本
国
政
府
に
属

L
、
又
は

H
本
国
政
府
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
若
し
く
は
規
制
さ
れ
る
す
ぺ
て
の

公
益
事
業
及
び
公
共
の
役
務
を
利
用
す
る
権
利
並
び
に
そ
の
利
用
に
ふ
け
る
優
先
権
を
享
有
す
る
権
利
を

日
本
国
政
府
は
、
現
行
の
手
続
で
、
次
の
気
象
業
務
を
合
衆
国
軍
隊
に
提
供
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

但
し
、
そ
の
手
続
は
、
随
時
に
両
政
府
間
で
合
意
さ
れ
る
ぺ
き
変
更
又
は
日
本
国
が
閲
際
民
間
航
空
機
関

5
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4汁（

2
 に

つ
い
て
、
合
衆
国
に
い
か
な
る
補
償
を
ナ
る
義
務
も
負
わ
な
い
。

ー
そ
の
回
復
の
代
り
に
日
本
国
に
補
償
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。

｀
 
‘̀ 

放
射
の
型
式
及
び
周
波
数
の
電
子
装
置
を
日
本
側
か
ら
の
放
射
に
よ
る
妨
害
を
受
け
な
い
で
使
用
す
る

権
利
を
有
す
る
。

合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
に
お
け
る
作
業
は
、
公
共
の
安
全
に
妥
当
な
考
慮
を
払
つ

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
衆
国
は
、
こ
の
協
定
の
期
間
満
了
の
際
又
は
そ
の
前
に
日
本
国
に
施
設
及
び
区
域
を
返
還
す
る
に

当
つ
て
、
当
該
施
設
及
び
区
域
を
そ
れ
ら
が
合
衆
国
軍
隊
に
提
供
さ
れ
た
時
の
状
態
に
回
復

L
、
又
は

日
本
国
は
、
と
の
協
定
の
期
間
満
了
の
際
又
は
そ
の
前
に
お
け
る
施
設
及
び
区
域
の
返
遼
の
際
、
当

該
施
設
及
び
区
域
に
加
え
ら
れ
て
い
る
改
良
又
は
そ
こ
に
残
さ
れ
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
他
の
エ
作
物

前
記
の
規
定
は
、
合
衆
国
が
日
本
国
と
の
特
別
取
極
に
基
い
て
行
う
建
設
に
は
適
用

L
な
い
。

合
衆
国
及
び
合
衆
国
以
外
の
国
の
船
舶
及
び
航
空
楼
で
、
合
衆
国
に
よ
っ
て
、
合
衆
国
の
た
め
に
又

は
合
衆
国
の
管
理
の
下
に
公
の
目
的
で
連
航
さ
れ
る
も
の
は
、
入
港
料
又
は
着
馳
科
を
課
せ
ら
れ
な
い

で
日
本
国
の
港
又
は
飛
行
場
に
出
入
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
条
約
に
よ
る
免
除
を
与
え
ら
れ

な
い
貨
物
又
は
旅
客
が
そ
れ
ら
の
船
舶
又
は
航
空
機
に
稜
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

日
本
国
の
当
局
に

通
告
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
貨
物
又
は
旅
客
は
、
日
本
国
の
法
令
に
従
つ
て
入
国
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1
に
掲
げ
る
船
舶
及
び
航
空
機
、
合
衆
因
政
府
所
有
の
車
両
（
楼
甲
車
両
を
含
む
。
）
並
び
に
合
痴

国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
は
、
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
に

出
入
し
、
そ
れ
ら
の
間
を
移
動

L
、
並
び
に
そ
れ
ら
の
施
設
及
び
区
域
と
日
本
国
の
港
と
の
間
を
移
動

＞

第
四
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の
措
置
と
し
て
、
合
衆
国
軍
隊
は
、

と
の
協
定
が
効
力
を
生
ず
る
時
に
留
保
し
て
い
る
寵
力
、
設
計
、

さ
れ
る
権
利
、
権
力
及
び
権
能
を
施
設
及
び
区
域
外
で
行
使
す
る

に
当
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
合
同
委
員
会
を
通
じ
て
両
政
府
間
で
協
議

L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
航
海
、
航
空
、
通
信
又
は
陸
上
交
通
を
不
必
要
に
妨
げ
る
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
は
行
使
し
な
い
こ

と
に
同
意
す
る
0

合
衆
国
が
使
用
す
る
電
波
放
射
の
装
置
が
用
い
る
周
波
数
、
電
力
及
び
こ
れ
ら
に
類

す
る
事
項
に
関
す
る
す
ぺ
て
の
問
題
は
、
相
互
の
取
極
に
よ
り
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
時
的

合
衆
国
は
、
前
記
の
権
利
、
梅
力
及
び
権
能
を
、
日
本
国
の
領
域
へ
の
、
領
域
か
ら
の
又
は
領
域
内

及
び
権
能
を
有
す
る
0

本
条
で
許
与

持
、
防
衛
及
び
管
理
の
た
め
前
記
の
施
設
及
び
区
域
へ
の
出
入
の
便
を
函
る
の
に
必
要
な
権
利
、
権
力

ー
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前
記
の
施
設
及
び
区

防
衛
又
は
管
理
の
た

≪
 

協
定
の
規
定
の
範
囲
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

/

〉

第
三
条

前
記
の
返
還
を
目
的
と
し
て
た
え
ず
検
討
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

そ
れ
ら
の
支

合
衆
因
軍
隊
が
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
は
、
と
の
協
定
の
目
的
の
た
め
必
要
で
な
く
な
っ
た
と
き

は
、
い
つ
で
も
、
日
本
因
に
返
遠

L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

合
衆
国
は
、
施
設
及
び
区
域
の
必
要
性
を

合
衆
因
軍
隊
が
射
撃
場
及
び
演
習
場
の
よ
う
な
施
設
及
び
区
域
を
一
時
的
に
使
用
し
て
い
な
い
と

き
は
、
日
本
国
の
当
局
及
び
国
民
は
、
そ
れ
を
臨
時
に
使
用
す
る
と
と
が
で
き
る
°
但
し
、
と
の
使

用
が
、
合
衆
国
軍
殿
に
よ
る
当
該
施
設
及
び
区
域
の
正
規
の
使
用
の
目
的
に
と
つ
て
有
害
で
な
い
と

合
衆
国
軍
隊
が
一
定
の
期
間
を
限
つ
て
使
用
す
べ
き
射
撃
場
及
び
演
習
場
の
よ
う
な
施
設
及
び
区

域
に
関
し
て
は
、
合
同
委
員
会
は
、
当
該
施
設
及
び
区
域
に
関
す
る
協
定
中
に
、
適
用
が
あ
る
と
の

合
衆
国
は
、
施
設
及
び
区
域
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
設
定
、
使
用
、
連
営
、

め
必
要
な
又
は
適
当
な
権
利
、
権
力
及
び
権
能
を
有
す
る
°
合
衆
国
は
、
ま
た
、

域
に
隣
接
す
る
土
地
、
領
水
及
び
空
間
又
は
前
記
の
施
設
及
び
区
域
の
近
傍
に
お
い
て
、

と
が
合
意
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
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(0) 

' ‘ 

施
設
及
び
区
域
を
提
供
す
る
と
と
を
合
意
す
る
と
と
が
で
き
る
。

め
る
合
同
委
員
会
を
通
じ
て
両
政
府
が
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー

J
 

(2) 

｀
 

こ

＇
ー
、
．
， (1) 

(bl (a) 

第
二
条 ‘̀’’ 

「
家
族
」
と
は
、
次
の
者
を
い
う
。

国
が
日
本
国
に
入
れ
た
も
の
は
、
合
衆
国
国
民
と
み
な
す
。

と
の
協
定
に
お
い
て
、

海
軍
又
は
空
軍
に
属
す
る
人
員
で
現
に
服
役
中
の
も
の
を
い
う
。

、

「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
」
と
は
、
日
本
国
の
領
域
に
あ
る
間
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
陸
軍
‘

「
軍
属
」
と
は
、
合
衆
国
の
国
範
を
有
す
る
文
民
で
日
本
国
に
あ
る
合
衆
国
軍
隊
に
雇
用
さ
れ
、
こ

れ
に
勤
務

L
、
又
は
こ
れ
に
随
伴
す
る
も
の

る
者
を
除
く
。
）

L
た。

配
偶
者
及
び
二
十
ー
オ
未
満
の
子

父
母
及
び
二
十
一
オ
以
上
の
子
で
、
そ
の
生
計
費
の
半
額
以
上
を
合
衆
国
軍
豚
の
構
成
貝
又
は
軍

属
に
依
存
す
る
も
の

日
本
国
は
、
合
衆
国
に
対
し
、
安
全
保
障
条
約
第
一
条
に
掲
げ
る
目
的
の
遂
行
に
必
要
な
施
設
及
び

区
域
の
使
用
を
許
す
と
と
に
同
意
す
る
0

個
飼
の
施
設
及
び
区
域
に
関
す
る
協
定
は
、
と
の
協
定
の
効

力
発
生
の
日
ま
で
に
な
お
両
政
府
が
合
意
に
達
し
て
い
な
い
と
き
は
、

該
施
設
及
び
区
域
の

運
営
に
必
要
な
現
存
の
設
備
、
備
品
及
び
定
着
物
を
含
む
。

日
本
国
及
び
合
衆
国
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
者
の
要
請
が
あ
る
と
き
は
、
前
記
の
取
極
を
再
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
前
記
の
施
設
及
び
区
域
を
日
本
国
に
返
遠
す
べ
き
こ
と
又
は
新
た
に

第
一
条

（
通
常
日
本
国
に
在
留
す
る
者
及
び
第
十
四
条

1
に
掲
げ

を
い
う
0

と
の
協
定
の
み
の
適
用
上
、
谷
口
衆
国
及
び
日
本
因
の
二
電
国
範
者
で
合
衆

こ
の
協
定
の
第
二
十
六
条
に
定

に
は
、
当

「
施
設
及
び
区
域
」
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前
文

9
-
,~ い`

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
く
行
政
協
定

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
に
基
く
行
政
協
定

8
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
千
九
百
五
十
一
年
九
月
八
日
に
、

け
る
合
衆
因
の
陸
軍
、
空
軍
及
び
海
軍
の
配
備
に
関
す
る
規
定
を
有
す
る
安
全
保
障
条
約
に
署
名
し
た
の

ま
た
、
同
条
約
第
三
条
は
、
合
衆
国
の
軍
隊
の
日
本
国
内
及
び
そ
の
附
近
に
お
け
る
配
備
を
規
律
す
る

条
件
は
両
政
府
間
の
行
政
協
定
で
決
定
す
る
と
述
ぺ
て
い
る
の
で
、

ま
た
、
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
安
全
保
障
条
約
に
基
く
各
自
の
我
務
を
具
体
化
し
、
且
つ
、

両
国
民
間
の
相
互
の
利
益
及
び
敬
意
の
緊
密
な
き
ず
な
を
強
化
す
る
実
際
的
な
行
政
取
極
を
締
結
す
る
こ

と
を
希
望
す
る
の
で
、

日
本
国
内
及
び
そ
の
附
近
に
お

よ
っ
て
、
日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
因
政
府
は
、
次
に
掲
げ
る
条
項
に
よ
り
こ
の
協
定
を
締
結

｀
 

、
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The Bpecial Repre11entative of the Prexident of the llnited State.If 
to the Japane.11e Alinisf.er of State 

OFFICE OF THE SPECIAL REPRESEJ!\'TATIVE 
OF THE PRESIDENT 

OF THE UNITED STATES 

ToKYo, Feb1,,a1-y ttB, 19ij2. 

EXCELLENCY: 

I have the ho1101· to refer to our discussion on the terms of the Ad
ministrative Agreement signed today, in which Your ExceJleucy 
stated 1,s the opinion of the Japanese Go,·erument that, as the occu
pation of ,Japan by the Allied Powers comes to au end on the coming 
into force for the Treaty of Peace with Japan, (1-) the.use of facilities 
and areas by United States forces on the basis of occupation requisi
tion also comes to an end on the same date; the1·eafter, the use of fa
cilities and areas by United States forces must be based upon agree
ment between the two Governments, subject to the rights which each 
might have under the Treaty of Peace with Japan, the Secul"ity Treaty, 
and the Administrative Agreement. I hereby confirm that such is also 
the opinion of the United States Government. 

In Article II, paragraph 1, of the Administrativ~ Ag1·eement it is 
stipulated that, ".Agreements as to specific facilities and areas, 11ot 
already reached by the two Governments by the eft'ective date of tl1is 
Agreement, shall be concluded by . the two Governments through the 
Joint Committee provided for in Article XXVI of this Ag1·eement." 
The United States Government is confident that om· two Go\'ernments 
are agreed that consu1tation shall be on nn ur#!ent basis in order to 
complete such arrung-ements nt the ear1iest possible date. 1Vith this 
in mind, the United States Government is prepared to join with the 
Japanese Government in constituting a Pre1iminary "'orkin~ (iroup, 
consisting of a representative and the necessary staff from each Gov
ernment, to begin such consultations immediate1y, with the un<ler
stnndihg that the arrangements made by the P1·eliminary "'orking 
Group shall be put into effect ns agreed nnd that the task of the Pre
liminary \Vorkin~ Group would be taken over hy the Joint Com
mittee upon the effeetive date of the Administrative Agreement. 

How<'ver, mrnvoidnhle delays may arise in the determination 1tnd 
pl'eparation of facilities and areas necessary to carry out the purposes 
stated in Artic1e I of the Security Treaty. It. would Le. much appre
ciated, therefore, if ,Jupan would grant th~ continued use of those 
particular facilities and areas, with respect to whil'll a~reenH•nts 1111d 
a1-rangements have not been completed by the expiration of ninety 

'TrP11tit>s 1111d Other International Acts f-eries 2-i90. 

I 
I 
' 

f 

l 
I 

75 TIAS 2492 

days after the effective date of the Treaty of Peace with Japan, pend
ing the completion of such abrreements and arrangements. 

Aceept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

DEAN RuRK 

His Excellency 
KATSUO OKAZAKI, 

Minuter of State, 
Tokyo. 
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東
京合

衆
国
大
統
領
特
別
代
表

デ

4
1
ン
・
ラ
ス
ク

協
定
及
び
取
極
が
日
本
国
と
の
乎
和
条
約
の
効
力
発
生
の
日
の
後
九
十
日
以
内
に
成
立
し
な
い
も
の
の

使
用
の
継
続
を
許
さ
れ
れ
ば
、
幸
で
あ
り
ま
す
。

日
本
国
政
府
は
、
で
き
る
だ
け
す
み
や
か
に
施
設
及
び
区
域
の
使
用
に
関
す
る
取
極
を
成
立
さ
せ
る
た

め
緊
急
に
協
議
を
開
始
し
よ
う
と
い
う
合
衆
国
政
府
の
要
望
に
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
り
ま
す
°
従
っ
て
、

日
本
国
政
府
は
、
貴
簡
に
述
ぺ
ら
れ
た
予
備
作
業
班
を
直
ち
に
設
置
す
る
と
と
に
同
意
し
ま
す
0

予
備
作

業
班
が
作
成
す
る
取
極
は
、
合
意
が
で
き
る
に
応
じ
て
直
ち
に
効
力
を
生
じ
ヽ
予
備
作
業
班
の
任
務
は
、

行
政
協
定
が
効
ヵ
を
生
ず
る
日
に
合
同
委
員
会
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
ま
す
。

本
大
臣
は
、
貴
簡
の
内
容
を
充
分
に
了
承
し
た
上
で
、
日
本
国
政
府
が
、
前
記
の
協
定
及
び
取
極
が
成

立
す
る
ま
で
の
間
、
施
設
又
は
区
域
で
そ
れ
に
関
す
る
協
定
及
び
取
極
が
日
本
国
と
の
乎
和
条
約
の
効
力

発
生
の
日
の
後
九
十
日
以
内
に
成
立
し
な
い
も
の
の
使
用
の
継
続
を
合
衆
国
に
許
す
こ
と
を
、
日
本
国
政

府
に
代
つ
て
、
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

、
冨
―
-
曇
疇
鴫
墨
竃
ヽ
ヽ
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本
大
臣
は
、
貴
代
表
に
敬
応
を
表
し
ま
す
。

千
九
百
五
十
二
年
二
月
二
十
八
日
東
京
に
お
い
て

殿

乙
洵
雇
紛

ヽ昌
＼

漕

"̀r.

， 
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書
簡
を
も
つ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
0

本
大
臣
は
、
貴
代
表
が
次
の
よ
う
に
通
報
さ
れ
た
本
日
付
の
書
簡

を
受
領
し
た
と
と
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
代
表
は
、
本
B
署
名
さ
れ
た
行
政
協
定
の
諸
条
項
に
関
す
る
審
誤
に
言
及
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

こ
の
審
誤
に
お
い
て
、
閣
下
は
、
日
本
国
政
府
の
見
解
と
し
て
、
述
合
国
に
よ
る
日
本
国
の
占
領
が
日

本
国
と
の
平
和
条
約
の
効
力
発
生
と
と
も
に
終
了
す
る
の
で
、
占
領
に
基
く
徴
発
に
よ
る
施
設
及
び
区

域
の
合
衆
国
軍
隊
に
よ
る
使
用
も
ま
た
同
時
に
終
了
し
、
従
つ
て
、
そ
の
後
は
、
合
衆
国
軍
隊
に
よ
る

施
設
及
び
区
域
の
使
用
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
が
日
本
国
と
の
乎
和
条
約
、
安
全
保
障
条
約
及
び
行
政

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
陳
述

協
定
に
基
い
て
有
す
る
権
利
を
条
件
と
し
て
、
両
政
府
間
の
合
意
に
基
か

さ
れ
ま
し
た
0

本
代
表
は
、
こ
こ
に
、
合
衆
国
政
府
の
見
解
も
ま
た
同
じ
て
あ
る
と
と
を
確
認
し
ま
す
。

「
個
個
の
施
設
及
び
区
域
に
関
す
る
協
定
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生

の
日
ま
で
に
な
ょ
両
政
府
が
合
意
に
達
し
て
い
な
い
と
き
は
、
こ
の
協
定
の
第
二
十
六
条
に
定
め
る
合

阿
委
員
会
を
通
じ
て
両
政
府
が
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
0

合
衆
国
政

府
は
、
と
の
取
極
を
で
き
る
だ
け
す
み
や
か
に
完
成
さ
せ
る
た
め
協
議
が
緊
急
に
行
わ
れ
る
ぺ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
に
両
政
府
の
意
見
が
一
致
し
て
い
る
と
と
を
信
じ
ま
す
。
と
の
と
と
を
念
頭
に
お
い
て
、

合
衆
国
政
府
は
、
前
記
の
協
議
を
直
ち
に
開
始
す
る
た
め
、
そ
れ
そ
れ
の
政
府
か
ら
の
一
人
の
代
表
者

及
び
必
要
な
駿
員
団
で
組
織
さ
れ
る
予
備
作
業
班
を
日
本
国
政
府
と
協
力
し
て
設
置
す
る
用
意
を
有
し

ま
す
。
予
備
作
業
班
が
作
成
す
る
取
極
は
、
合
意
が
で
き
る
に
応
じ
て
直
ち
に
効
力
を
生
じ
、
予
備
作

業
班
の
任
務
は
、
行
政
協
定
が
効
力
を
生
ず
る
日
に
合
同
委
員
会
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
る
も
の
と
了

解
さ
れ
ま
す
。

“eJapa叩 eMin帥terof State to t~~ ~p~血l f!e”紅血珈eof the 
Pr函 d切 .tof the United States 

し
か
し
な
が
ら
、
安
全
保
障
条
約
第
一
条
に
掲
げ
る
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
施
設
及
び
区
域

の
決
定
及
び
準
備
に
当
つ
て
は
、
避
け
が
た
い
遅
延
が
生
ず
る
と
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ょ
っ

て
、
日
本
国
が
、
前
記
の
協
定
及
び
取
極
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
、
施
設
及
び
区
域
で
そ
れ
に
関
す
る
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Tramlation 

FEBRUARY 28, 1952. 

EXCELLENCY: 

I have the honor to acknowledge the receipt 9f Your Excellency's 
Note of today's date in which Your Excellency has informed me as 
follows: · 

[For the English language text of the note, see ante, p. 74.] · 

,! The Japanese Government fully sha~ the desire of the United 
States Government to initiate consultations on an urgent basis in order 
to complete arrangements for the use of facilities and areas at the 
earliest possible date . . The Japanese Governm~nt agrees, therefore, 
to the immediate constitution of the Preliminary Working Group 
referred to in Your Excellency's Note, with the understanding that 
the arrangements mad~ by the Preliminary Working Group shall 
be put into effect as agreed and that the task of the Preliminary 
Working Group would be taken over by the Joint Committee upon 
the effective date of the Administrative Agreement. 

With full appreciation of the contents of Your Excellency's Note, 
I have the honor, on behalf of the Japanese Government, to confirm 
that the Japanese Government will grant to the Unit.ed States the 
continued use of those particular facilities and areas, with respect 
to which agreements and arrangements have not been completed by 
the expiration of ninety days after the effective date of the Treaty 
of Peace with Japan, pending the completion of such agreements 
and arrangements. 

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. 

KATSUO OKAZAKI 

His Excellency 
DEAN RusK, 

Office of the Speci,a,J, Representatvve 
of the President of the Umted States 

Tokyo. 

GPO 117 46 74 




